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第１章 策定に当たって 

１－１ 計画策定の背景と目的 

我が国の高齢化は、世界に例のないスピードで進んでおり、令和 5 年 4 月 1 日現在は 3,619 万

人、高齢化率は 29.1％1となっています。団塊の世代（昭和 22 年から昭和 24 年生まれ）が 65 歳

になる増加のピークは越えましたが、総人口に占める高齢者の割合が高い状況が続いています。 

全国的に人口減少社会を迎えている中で、本市の人口はほぼ横ばいで推移しており、令和 5 年 10

月１日現在、総人口 68,116 人に対し、65 歳以上の高齢者数は 17,846 人、高齢化率は 26.2％で

す。全国水準よりやや低いものの、今後 75 歳以上の後期高齢者人口は、令和 22 年（2040 年）頃

まで増加し続けることが予想されています。 

誰もが加齢とともに心身機能は低下していきますが、地域社会の急速な変化の中にあっても、高

齢者が安心して住み慣れた地域で自分らしく過ごすことができるようにするためには、まずはでき

る限り健康寿命を延伸すること、そして加齢や病気により心身機能が低下したときには、医療や介

護サービスのみならず、日常生活の様々な困りごとや不安に対し、切れ目なくサポートが受けられ

ることが必要です。また、高齢化の進展に家族形態の多様化等も加わり、複雑かつ複合的な課題を抱

える高齢者や家族も増加しています。「誰一人取り残されないまち」を目指し、複雑困難化する事案

への対応力強化を図りつつ、地域共生社会を実現するための仕組みである「地域包括ケアシステム」

の構築が一層求められています。 

国においては、社会保障審議会介護保険部会の「介護保険制度の見直しに関する意見」（令和 4 年

12 月 20 日）を踏まえて、高齢者人口に占める 85 歳以上人口の割合が上昇する一方で、15 歳か

ら 64 歳までの生産年齢人口が減少する人口構造の変化を見据えて、介護サービスの確保や認知機

能の低下した高齢者に対する支援など、介護保険制度の見直しが進められています。 

また、昨今の新型コロナウイルス感染症の流行の状況を踏まえつつ、感染防止に配慮しながら地

域の活動の再開や参加率向上を進めていくことが必要になっています。 

本市においても、高齢化が一段と進む令和 7 年（2025 年）、令和 22 年（2040 年）に向けて、地

域包括ケアシステムの取組をもう一歩進めるための計画に位置づけるとともに、これまでの成果や

課題、新たな国の動向を踏まえ、高齢者施策全体の進展を図ることを目指し、「豊明市第 9 期高齢者

福祉計画・介護保険事業計画」を策定します。  

 

 
1 総務省統計局「人口推計」2023 年（令和５年）４月１日現在（確定値） 
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１－２ 計画の位置づけ 

「高齢者福祉計画」は、老人福祉法（昭和 38 年法律第 133 号）第 20 条の８に規定する「老人福

祉計画」として策定します。「介護保険事業計画」は、介護保険法（平成９年法律 123 号）第 117 条

の規定に、「認知症施策推進基本計画」は共生社会の実現を推進するための認知症基本法（令和 5 年

法律第 65 号）第 13 条の規定に基づき策定するものです。 

本市においては、老人福祉事業と介護保険事業の円滑な運営を図るために、「高齢者福祉計画」と

「介護保険事業計画」を一体とした「豊明市第９期高齢者福祉計画・介護保険事業計画」を策定しま

す。計画内の認知症施策については、施策の総合的かつ計画的な推進を図るため「豊明市認知症施策

推進基本計画」と位置づけ、施策の具体的な目標及びその達成時期を定めます。 

なお、第５次豊明市総合計画における「めざすまちの姿」の実現に向けた計画性のあるものとして

いきます。 

また、県の「第９期愛知県高齢者福祉保健医療計画」や「愛知県地域保健医療計画」、「あいちオレ

ンジタウン構想（愛知県認知症施策推進基本計画）」との整合性を確保して策定したものです。 

 

「豊明市第９期高齢者福祉計画・介護保険事業計画」の位置づけ 
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１－３ 持続可能な開発目標（SDGｓ）との関連 

 本計画の推進により、SDGｓ１７の目標のうち、目標３「すべての人に健康と福祉を」、目標１

０「人や国の不平等をなくそう」、目標１１「住み続けられるまちづくりを」の達成を図ります。 

 

 

 

 

〇持続可能な開発目標（SDGｓ） 

地球に住むすべての人が暮らしやすい社会を将来に引き継いでいくため、２０１５年９月に国連

総会で採決された世界共通の目標のこと。世界中の“誰一人取り残さない”を理念とし、２０３０年

までに経済・社会・環境など様々な課題に取り組むために定められました。 

 

 

１－４ 計画の期間 

本計画は、令和６年度から令和８年度の３か年とし、以降３年ごとに見直しを行います。 

第９期計画中に、団塊の世代が 75 歳以上となり、医療や介護の需要が更に増すことが見込まれる

令和 7 年（2025）年を迎えます。本計画は、この 2025 年問題を乗り越え、また、団塊ジュニア世

代が 65 歳以上となる令和 22（2040）年度を見据えるための計画です。 

 

「豊明市第９期高齢者福祉計画・介護保険事業計画」の計画期間 

 

第７期計画
平成30〜

令和2年度
(2018〜2020年度)

第６期計画
平成27〜

29年度
(2015〜2017年度)

【本計画】
第９期計画
令和6〜8年度
(2024〜2026年度)

令和22年度(2040年度)
団塊ジュニア世代が
65 歳以上に

第８期計画
令和3〜

5年度
(2021〜2023年度)

▲
平成27年度（2015年度）
団塊世代が65歳以上に

▲
令和７年度（2025年度)
団塊世代が75歳以上に

 



 

5 

 

１－５ 計画の策定体制 

本計画は、65 歳以上の市民、家族介護者、介護支援専門員（ケアマネジャー）への調査を実施す

るとともに、被保険者・サービス提供者・各種関係団体等の代表者で構成する「豊明市高齢者福祉計

画策定・推進委員会」において計画内容を検討し、策定しました。 

 

１－６ 策定後の計画の進行管理 

（１）計画推進の基本方針 

令和 7（2025）年、令和 22（2040）年を見据えた施策の推進 
第 9 期計画中に「団塊の世代」の人たちが全て後期高齢者の年代に至る令和７年（2025 年）を迎

えるにあたり、本市や日常生活圏域における将来像を描きながら、そこへ至るステップとして本計

画の施策を展開します。 

また、介護需要等を想定するにあたっては、団塊ジュニア世代が 65 歳以上となる令和 22 年度

（2040 年度）までの推計を参考とします。 

地域共生社会の実現に向けた施策の推進 
高齢化など社会構造の変化を踏まえ、住み慣れた地域において、住民一人ひとりが相互に役割を

持ち、「支え手」「受け手」という関係を越えて支え合う『地域共生社会』の実現を推進しています。 

本市では、「『ふつうに暮らせるしあわせ』を支える地域の力づくり」を総合目標とし、「健康寿命

を延伸する」「療養支援を強化する」「地域でふつうに暮らせるしくみを強化する」という３つの目標

に向けて、施策の進捗を定期的に評価しつつ、必要な見直しを行って、更に施策を推進します。 

 

（２）目標の達成状況の点検、調査及び評価等並びに公表 

計画は「ＰＤＣＡサイクル」に基づき推進します。 

本計画で掲げた目標は、毎年度、その進捗状況を点検し、評価結果を「豊明市高齢者福祉計画策

定・推進委員会」に報告するとともに、ホームページ等で公表します。 

また、令和７年度には、目標の達成状況を点検・評価するため、介護予防・日常生活圏域ニーズ調

査及び在宅介護実態調査等、必要な調査を実施し、その結果を市のホームページ等で公表します。 
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第２章 計画策定の課題 

２－１ 高齢者人口と要介護認定者の長期推計 

（１）高齢者人口の推計 

令和 22 年（2040 年）を見据えた地域づくりが必要 
本市の人口構成を人口ピラミッドでみると、いわゆる団塊の世代が属する 70〜79 歳と、団塊ジ

ュニア世代等が属する 45〜54 歳に山がみられます。 

このことから、本市においては、国で言われている「2025 年（令和 7 年）問題」に向けた対策だ

けでなく、令和 22 年（2040 年）を見据えた中長期的な地域づくりが重要です。 

 

豊明市の人口ピラミッド 

 

資料︓住民基本台帳人口（令和 5 年 8 月 1 日現在） 
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（見出し検討中） 
高齢者人口（第１号被保険者数）は、第９期計画期間の令和６年度〜８年度は 18,000 人台で推

移し、令和 12 年度以降、増加が大きくなると予想されます。 

また、年齢区分別にみると、前期高齢者（65 歳〜74 歳）は令和７年度頃まで減少しますが、後期

高齢者（75 歳以上）は令和 12 年度頃まで増加が続くと予想されます。 

高齢化率は、令和７年度頃までは緩やかに増加した後、急激に上昇し、令和 17 年頃には 30％を

超えると予想されます。 

 

高齢者年齢区分別人口・高齢化率の推計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料︓国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口」（平成 30 年３月推計）を補正 

 ※令和 5 年 12 月公開予定の将来推計人口発表後に更新予定 
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（２）要介護認定者等の推計 

後期高齢者の増加により、介護を必要とする高齢者が増加する予想 
男女別年齢別の要介護認定率をみると、年齢が高くなるほど認定率が高くなり、85 歳以上では急

激に高くなっています。令和 2 年度と令和 5 年度の認定率を比べると、男性の 75〜84 歳を除き、

認定率が改善されています。後期高齢者の増加により、要介護認定者数の増加は避けられませんが、

介護予防等の取組により、要介護認定者数の増加を抑えることが重要です。 

男女別年齢区分別要介護認定率（令和 2 年度・令和５年度） 

   

出典︓介護保険事業状況報告（月報）（地域包括ケア「見える化」システム） 

要支援・要介護認定者数、要支援・要介護認定率について、第 8 期計画の見込みの値と実績値を

比べると、認定者数、認定率ともに実績値が見込み値を下回っていました。 

第 8 期計画における要支援・要介護認定者数と認定率の見込み値と実績値の比較 

 
出典︓介護保険事業状況報告、地域包括ケア「見える化」システム（令和５年 10 月 2 日時点） 

注︓ 認定者数には第２号被保険者を含む。認定率は第１号被保険者のみの割合。 

※令和 5 年度の実績データは未反映。システム上での実績データ公開後に更新予定  
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第１号被保険者数の推計と年齢区分別の認定率をもとに認定者数を推計すると、令和 8 年度の認

定者数は 3,255 人となり、令和 5 年度からの 3 年間で、359 人程度の増加が見込まれます。 

第 8 期計画期間まで介護予防や生活支援体制整備に力を入れてきたように、第 9 期計画以降も、

介護予防・重度化防止に資する取り組みを強化し、認定者数の増加を緩やかにしていくことが重要

です。 

 

第１号被保険者の要介護認定者数の推計 

 

出典︓地域包括ケア「見える化」システム 
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２－２ 地域の状況から見た課題 

（１）地域の高齢者の状況から見える課題（介護予防・日常生活圏域ニーズ
調査） 

新型コロナ感染症予防による外出控えの生活を送っている市民に対して、散歩などの軽
い運動習慣を促す取組が必要 
 世界保健機関（WHO）は人々が「生きること」に必要な生活機能として「心身機能」に加え

て、「活動」や「参加」が重要であると提唱しています。2また、健康や介護予防に関する様々

な研究では、日常の活動や外出行動、社会参加は、要介護認定や、認知機能の低下と関係があ

るとされています。3 

 令和４年度の介護予防・日常生活圏域ニーズ調査（以下、第 9 期調査）内でみると、運動機能

の低下や外出の減少は、年齢階級が上がるほど多く、また、男性より女性に多くみられます。 

 感染症予防のため外出を「とても控えている」または「控えている」と回答した人の割合の計

が 49.7%とほぼ半数に到達しています。 

 令和元年度の介護予防・日常生活圏域ニーズ調査（以下、第８期調査）と第 9 期調査の結果

を同じ年齢階級間で比較すると、すべての年齢階級において、外出頻度や社会参加の減少がみ

られました。新型コロナウイルス感染症予防のための外出自粛が市民の生活に大きな影響を

与えていることが分かります。 

 
  

 

 
2 厚生労働省 第 1 回社会保障審議会統計分科会生活機能分類専門委員会（平成 18 年 7 月 26

日）参考資料 3「ＩＣＦ（国際生活機能分類）－「生きることの全体像」についての「共通言語」

－」 

https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000002ksqi-att/2r9852000002kswh.pdf 
3 一般社団法人日本老年学的研究機構ホームページ「JAGES プロジェクトの研究成果」 

https://www.jages.net/kenkyuseika/paper_ja/ 

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000002ksqi-att/2r9852000002kswh.pdf
https://www.jages.net/kenkyuseika/paper_ja/
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性別・年齢階級別 運動器機能リスク（左︓第 9 期調査、右︓第 8 期調査） 

 

※基本チェックリスト項目に準じて、問 2-1（階段昇降）、問 2-2（椅子からの起立）、問 2-3（15 分連続歩行）で「でき

ない」と回答した場合、問 2-5（過去 1 年の転倒経験）で「何度も」または「1 度」と回答した場合、問 2-6（転倒不

安）で「とても不安」または「やや不安」と回答した場合の合計が 3 項目以上の場合に「運動器機能リスクありに該当」

としています。 

 

性別・年齢階級別 閉じこもりリスク（左︓第 9 期調査、右︓第 8 期調査） 

 

 

 

 

 

 

 

 

性・年齢階級別 多様な活動への参加頻度（左︓第 9 期調査、右︓第 8 期調査） 
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※算出方法︓ボランティア活動,スポーツ関係のグループやクラブ,趣味関係のグループ,学習・教養サークル,まちかど運動

教室・健康マージャン・地域サロンなどの介護予防のための集まり,老人クラブ,区・町内会・班、収入のある仕事のいず

れかにおいて週 1 回以上参加していれば、多様な活動への週 1 回以上の参加「あり」として計算。 

 

感染症予防のため、外出を控えているか 

 

 

 

 

 豊明市では、令和 2 年より市民に対して散歩やウォーキング等の軽い運動の習慣づけを促す

施策を開始しています。 

 第 9 期調査の結果からみると、毎日散歩をする習慣のある人は回答者の 18.5%、散歩の習慣

がない人は 43.1%でした。毎日散歩をする習慣のある人は、散歩の頻度が少ない人や習慣が

ない人と比較して、運動器機能、咀嚼機能、嚥下機能、IADL4のリスクが少ない傾向がみられ

ます。 

 第 8 期調査と平成 28 年度の介護予防・日常生活圏域ニーズ調査（以下、第 7 期調査）の経年

比較からも、外出頻度が高いほど 3 年後の IADL の低下リスクが低いことがわかっています。

さらに、外出回数を減少させることなく維持できている集団ほど、IADL 低下リスクが低いこ

とがわかっています。 

 これらの結果から、今後も市民に対して散歩などの軽い運動の習慣を促す取組を促進してい

く必要があることが示されました。 

 

日頃、散歩をする習慣があるか 

 

 

 

 

 

 
4 手段的日常生活動作（instrumental activity of daily living, IADL）とは、基本的日常動作

（activity of daily living, ADL）の身の回り動作（食事，更衣，整容，トイレ，入浴等）・移動動

作の次の段階である。具体的には，買い物，調整，洗濯，電話，薬の管理，財産管理，乗り物等の

日常生活上の複雑な動作をいう。（以上、厚生労働省ホームページより） 
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体操、グランドゴルフ等、軽い運動を週に１回以上しているか 

 

 

 

 

散歩の頻度別 運動器機能リスク（左） 

週一回以上の軽い運動の実施状況別 運動器機能リスク（右） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

散歩の頻度別 咀嚼機能リスク（左） 

週一回以上の軽い運動の実施状況別 咀嚼機能リスク（右） 

 

 

 

 

 

 

 

散歩の頻度別 嚥下機能リスク 

 

 

 

 

 

 



 

14 

 

散歩の頻度別 IADL 低下リスク（左） 

週一回以上の軽い運動の実施状況別 IADL 低下リスク（右） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※調査項目中、生活機能に関連する項目（Q3-1（単独外出）、Q3-6（買い物）, Q3-7（食事の用意）, Q3-8（請求書支払

い）, Q3-9（預貯金管理）について「できない」と回答した場合と, Q3-10（日常生活にかかる 17 項目）について「以

前と比べてしづらくなった」と回答した場合の合計数を「生活機能低下」変数としました。回答数が多いほど高リスク

です。 

 

外出頻度別の IADL 低下リスク︓元気高齢者を 3 年間追跡した分析結果（第 8 期計画書より再掲） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

研究デザイン：縦断研究（2016-2019）、分析対象：7,720名（男性3,573名、女性4,147名）  

分析方法：ロジスティック回帰分析 

目的変数：2019年時点での手段的日常生活動作の低下（老研式活動能力指標手段的自立低下4点以下） 

説明変数：ほとんど外出しない、週1回の外出、週２～４回の外出、週５回以上の外出 

調整変数：年齢、性別、家族構成、体重、喫煙歴、治療中疾患、主観的経済困難感、2016年時点の手段的日常生活低下の有無 
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外出回数の減少と IADL 低下リスク︓元気高齢者を 3 年間追跡した分析結果（第 8 期計画書より

再掲） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85 歳以上の高齢者においては、活動量の低下が運動器機能や IADL の低下につながっ
ている。虚弱な人でも活動できる取組を講じて悪化のスパイラルから抜け出してもらう
必要がある 
 調査対象者である 65 歳以上の市民の中でも、特に 85 歳以上の高齢者においては、外出自粛

による活動量の低下が運動器機能や IADL の低下につながっており、この運動器機能や IADL

の低下が更なる外出機会の減少（活動量の低下）につながるという悪化のスパイラルに陥って

いる人が多いことが示唆されました。 

 運動器機能の低下や外出の減少以外のリスクの観点から、性・年齢階級別にみると、85 歳以

上の女性は、男性やより若い世代の女性と比較して抑うつ傾向がみられます。さらに、第８期

調査と比較すると、BMI の悪化がみられます。 

 同様に、85 歳以上の男性は、女性やより若い世代の男性と比較して孤立の傾向がみられます。

第 8 期調査と比較すると、個人的な交流の減少、孤立の深化、認知機能の低下、さらに、主観

的幸福感の低下がみられるなど、様々な面で深刻な影響を受けていることが見受けられます。 

 

 

研究デザイン：縦断研究（2016-2019）、分析対象：7,711名（男性3,571名、女性4,140名） 

分析方法：ロジスティック回帰分析 

目的変数：2019年時点での手段的日常生活動作の低下（老研式活動能力指標手段的自立低下4点以下） 

説明変数：外出頻度が｛とても減っている,減っている, あまり減っていない, 減っていない｝ 

調整変数：年齢、性別、家族構成、体重、喫煙歴、治療中疾患、主観的経済困難感、2016年時点の手段的日常生活低下の有無 
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性・年齢階級別 IADL 低下リスク（左︓第 9 期調査、右︓第 8 期調査） 

 

 

 

 

 

 

 

 

趣味や好きなこと、喜べることなど、生きがいや楽しみごとがあるか 

 

 

 

 

 

 

 

「６か月間で２〜３㎏以上の体重減少」の経年推移（左︓85 歳以上の女性、右︓全体） 

 

 

 

 

だれかと食事をともにする機会があるか 
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友人・知人と会う頻度の経年推移（左︓85 歳以上の男性、右︓全体） 

 

食事をともにする機会の経年推移（左︓85 歳以上の男性、右︓全体） 

 

認知症の症状の自覚の経年推移（左︓85 歳以上の男性、右︓全体） 

 

 

 

 

 

主観的幸福感（左︓85 歳以上の男性、右︓全体） 

 

 

 

 

 

85 歳未満の元気な高齢者に対しては、外出を促す取組が求められる 
 一方で、65〜84 歳の人たちについては、全体としてみると運動器機能などの機能低下までは

見られないものの、性別や居住状況別にみると、心身機能に影響が出ている層が見受けられま

す。 

 例えば、75〜84 歳の男性においては、第 8 期調査と比較して、咀嚼機能や IADL が低下して

います。また、65〜74 歳の一人暮らしの人においては、第 8 期調査と比較して、主観的幸福

感「8 点以上」が 13.5 ポイント減少し、「5 点未満」が 8.1 ポイント増加しています。 
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 外出しない・社会活動をしない生活を続けていると、さらに年齢を重ねたときに運動器機能や

IADL にまで影響が及ぶことが懸念されるため、この年齢層に対しても外出を促す取組は必要

です。また、性別や居住状況に鑑みて、リスクの高い層に対してはより積極的な重度化防止の

取組が求められます。 

 

「固いものが食べにくい（咀嚼機能低下）」の経年推移（左︓75〜84 歳以上の男性、右︓全体） 

 

 

 

 

 

「日常生活の中で、以前と比べてしづらくなってきたことは何ですか。」の経年推移（左︓75〜84

歳以上の男性、右︓全体） 

 

主観的幸福感（左︓65〜74 歳の一人暮らし、右︓全体） 

 

多様な資源を活用して多様な状態像（環境・身体・こころ）に沿った支援をすることが
必要 
 ここまでは、市内の高齢者を 85 歳以上の人と、比較的元気な 65〜84 歳の人に 2 分して、外

出や運動に焦点を当てて現状分析と外出促進の施策案を提示してきました。 
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 調査結果からは、性別や年齢階級の他にも、要介護度（要支援１・2 の方）や居住する圏域、

世帯状況などの要因によって、状態像が多様化していることが分かっています。たとえば、要

支援 1・２の人、豊明団地の居住者、85 歳以上の一人暮らしの人については、第 8 期調査の

結果と比較して、主観的幸福感が低下しています。 

 また、要支援１・２の人は、「自立」の人と比較して孤立の傾向が強く、要支援 2 の人は、第

8 期調査の結果と比較して、社会活動に「参加したくない」人が 17.5 ポイント増加していま

す。 

 

主観的幸福感の経年推移（左︓要支援 1、右︓要支援 2） 

 

主観的幸福感の経年推移（豊明団地居住者） 

 

 

 

 

 

主観的幸福感の経年推移（左︓85 歳以上一人暮らし、右︓全体） 
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要介護度別 病気で数日間寝込んだときに、看病や世話をしてくれる人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

要介護度別 友人・知人と会う頻度 

 

 

 

 

 

 

要介護度別 誰かと食事をともにする機会  

 

 

 

 

 

 

 

「地域づくりに参加者として参加」の経年推移（左︓要支援 2、右︓全体） 

 

 

 

 

 

  

※事業対象者は令和 4 年度調査で 18 名
と回答数が少ないため、本集計におい
ては除外する。以下 2 図表についても
同様。 



 

21 

 

（２）自宅で介護を受けている高齢者の状況から見える課題（在宅生活改善
調査） 

在宅での生活を希望しているが、継続できなさそうな人は 101 人 
豊明市内の在宅で介護を受けている要介護１〜５5の高齢者 959 人の心身の状態や生活の希望に

ついて、担当の介護支援専門員（ケアマネジャー）に調査を行いました。 

「本人は、現時点で、施設等への入所・入居を希望しているか」に対し、「希望していない」「施設

入所を検討したことがない」人は 836 人（87.2％）でした。 

そのうち、介護支援専門員から見て、今後 1 年間、在宅での生活の「継続が難しい」と考えられ

る人は 101 人でした。 

 

本人の入所の希望とケアマネジャーから見た在宅生活の継続見込みの関係 

 

要介護度別 ケアマネジャーから見た今後 1 年間の在宅生活の継続見込み 

 

 

 
5 サービス付き高齢者向け住宅や住宅型有料老人ホームの居住者は除く 
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在宅での生活が難しくなる要因は、認知機能の低下、排泄の問題、病状の進行のほか、
家族の不安や主介護者の心身状態の悪化 
今後 1 年間在宅で生活を継続することが難しいと予測される人について、生活が継続できなくな

る要因をたずねたところ、本人の状態に関わる因子として、認知機能の低下、排泄（日中の排泄、夜

間の排泄）、病状の進行といった項目が、介護度に関わらず多く回答されました。また、要介護 3〜

5 の人については、屋内の移動・移乗、食事の介助、食事の準備を回答した割合も多くなっていまし

た。 

周囲の環境に関わる因子としては、家族の不安や心理的負担の増大が、介護度に関わらず最も多

く回答されました。また、要介護 3〜5 では主介護者の心身状態の悪化を回答した割合も多くなって

いました。 

 

在宅での生活が難しくなる要因・個人因子 
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在宅での生活が難しくなる要因・環境因子 

 

配偶者の要介護度や介護をする家族（子どもの世帯）の居住地等、要介護者の世帯の状
況も在宅生活の継続に重要な観点 
調査に回答した要介護 1・2 の 45.3％、要介護 3〜5 の 48.7％は夫婦で同居（夫婦のみ世帯、配

偶者を含むその他同居世帯）しており、また、同居している配偶者の 7 割程度が自立（要介護を認

定を受けていない人）でした。一定程度配偶者からの介護が期待できる状態にあります。 

配偶者以外に介護者がいない人は、独居では 15.0％、夫婦のみ世帯では 30.1％でした。こういっ

た人は、本人や配偶者の状態が悪化すると、十分な介護を受けるために施設への入所を検討する必

要が出てくると予想されます。 

 

要介護度別 本人の世帯状況 
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本人の要介護度別 配偶者の要介護度 

 

本人の世帯状況別 配偶者以外の主な介護者の居住地 

 

 

施設の入所を希望するかどうかは要介護者本人の世帯の状況であまり差がない一方で、家族の希

望は、市内、県内、県外と離れて暮らすほど入所を希望する割合が高くなっていました。また、配偶

者以外の主な介護者は、近くに住んでいるほど頻繁に介護を行っていることがわかりました。家族

が居住している場所によって、介護へ関われる頻度や負担感が異なることが推察されます。 
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本人の世帯状況別 本人の施設への入所希望 

 
配偶者以外の主な介護者の居住地別 家族の施設への入所希望 

 

配偶者以外の主な介護者の居住地別 介護の頻度 
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ふつうの暮らしを続けられる人を増やすには、家族の生活を踏まえた支援が必要 
調査の結果、在宅での生活を希望する人が多い一方で、本人の認知機能や排泄の問題が大きくな

ったり、病状が進行したりすると、在宅での生活が難しくなることがわかります。また、世帯の状態

によって、家族等が行える介護にも差があり、家族の心身の負担が大きくなりすぎても在宅生活を

継続することは難しくなります。 

世帯のおかれた状況を踏まえ、本人の望むケアと、家族が暮らしのなかで支えられるケアのバラ

ンスをとってこそ、最終的に本人の望む暮らしの実現につながると考えます。そのため、「ふつうの

暮らし」を続けられる人を増やすには、本人だけでなく、家族の生活の状況も踏まえて支援を考える

必要があります。そのために、今後、要介護者本人の状態を維持・回復できる仕組みや、地域で必要

な支援を受けられる手段をよりいっそう整備すること等が必要です。 
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（３）自宅で介護をしている家族の状況から見える課題（在宅介護実態調
査） 

過去 1 年の間に、介護のため家族や親族が離職・転職した人は 6.9％ 
介護者の就労継続のためのニーズを把握する目的で、在宅で介護を受けている、要支援・要介護の

方の主な介護者または本人に調査を行いました。 

過去 1 年の間に介護のため家族や親族が離職・転職した人は、218 人のうち 15 人（6.9％）でし

た。令和元年度調査とほとんど同じ割合となっています。 

 

過去 1 年の間の家族や親族の介護のための離職・転職の有無（令和 4 年度、令和元年度比較） 

 

勤務形態（フルタイム、パートタイム）に関わらず約 6 割が働き方を調整している 
現在、働き方を調整している人は、フルタイムでは「休暇を取っている」は 36.4％、「労働時間を

調整している」が 27.3％、パートタイムでは「労働時間を調整している」が 35.9％、「休暇を取っ

ている」が 23.1％でした。「特に行っていない」と回答したのは、フルタイムでは 30.3％、パート

タイムでは 38.5％でした。 

勤務形態に関わらず、約 6 割の人が働き方を何らか調整して介護を続けていることがわかります。 
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勤務形態別 介護のための働き方の調整の状況 

 

今後介護をしながら仕事を続けることがやや難しい人は約 2 割 
現在働いている介護者のうち、今後仕事を続けることが「やや難しい」と回答した人は 11.4％、        

「かなり難しい」と回答した人は 7.0％（合計で 18.4％）でした。 

現在の介護の頻度別にみると、週 3〜4 日介護している人では「やや難しい」と回答した人が

20.0％、「かなり難しい」と回答した人が 13.3％（合計で 33.3％）でした。 

介護の頻度が週 3 日以上になると、介護をしながら仕事を続けることが特に難しくなってくるこ

とがわかります。 

 

今後仕事を続けられる見込み（令和 4 年度、令和元年度比較） 

 
介護頻度別 今後仕事を続けられる見込み 
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仕事を続けることが難しくなるほど、施設への入居・入所を検討する割合が高くなる 
現在、入所・入居を検討している人について見ると、今後仕事を問題なく続けている人は「入所・

入居は検討していない」割合が 90.9％、今後仕事を続けていくのはかなり難しい人では、「入所・入

居を検討している」割合が 62.5％、「すでに入所・入居申し込みをしている」割合が 37.5％でした。 

仕事を続けることが難しくなるほど、施設への入所・入居を検討する割合が高くなることから、家

族の就業を継続できるような環境を整えることで、在宅での生活を選択できる人が増える可能性が

あります。 

 

今後仕事を続けられる見込み別 入所・入居の検討状況 

 

 

家族の生活を維持しながら要介護者の暮らしを継続するためには、「外出の付き添い、送
迎等」「入浴・洗身」「夜間の排泄」等の身体介護のほか、「食事の準備」等の生活に必要
な家事に対する支援が必要 
生活を続けるにあたり、不安に感じる介護の内容について、要介護度別に見ると、要支援 1・2 で

は「外出の付き添い、送迎等」が 40.7％と最も多く、「その他の家事」（28.8％）、「入浴・洗身」

（24.6％）も多く回答されました。 

要介護 1・2 では「外出の付き添い、送迎等」が 41.6％と最も多く、「認知症状への対応」（38.1％）、

「食事の準備」（32.7％）も多く回答されました。 

要介護 3〜5 では「入浴・洗身」が 30.9％と最も多く、「夜間の排泄」「外出の付き添い、送迎等」

「食事の準備」（いずれも 27.3％）も多く回答されました。 
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要介護度別 生活を続けるにあたり不安に感じる介護の内容 

 

 

今後仕事を続けられる見込み別にみると、継続の見込みに関わらず「外出の付き添い、送迎等」と

回答した割合が最も割合が高くなっていました。「続けていくのは難しい」と回答した人は、そのほ

か「屋内の移乗・移動」「食事の準備」「その他の家事」「入浴・洗身」「夜間の排泄」も多く回答して

いました。 

 

生活を継続するにあたっての課題はそれぞれの要介護者の状態によって異なりますが、特に「外

出の付き添い、送迎等」「入浴・洗身」「夜間の排泄」や「食事の準備」等の生活に必要な家事に対す

る支援が課題となっている人が多いことが考えられるため、本人の望む暮らしと家族の生活を維持

するために、支援を充実する必要があります。 
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今後仕事を続けられる見込み別 生活を続けるにあたり不安に感じる介護の内容 

 

注︓ 「続けていける」は「問題なく、続けていける」「問題はあるが、何とか続けていける」と回答した人、

「続けていくのは難しい」は「続けていくのは、やや難しい」「続けていくのは、かなり難しい」と回答

した人を集計した。 
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（４）要介護者のサービスの利用状況から見える課題（見える化システムに
よる給付実績等の分析） 

介護費用額の伸びを適正な範囲にとどめることが必要 
豊明市の第 1 号被保険者 1人あたりの介護費用額は、年間 22,611 円（令和 4 年度）と、全国平

均（25,477 円）や愛知県平均（23,541 円）に比べると低い状況です。しかし今後は、後期高齢者

人口の伸びや独居高齢者世帯、高齢者のみ世帯の増加、認知症高齢者の増加など、介護ニーズ及び介

護費用は一層高まることが予想されます。また、高齢化率も少なくとも令和 22 年（2040 年）まで

上昇し続けると予想されるため、保険料や介護の負担を軽減していくためには、地域全体で介護予

防や生活支援を実現し、介護費用額を適正な範囲にとどめていくことが必要です。 

 

年間介護費用と第 1 号被保険者 1 人あたり費用額の推移 

出典︓【費用額】平成 27 年度から令和 2 年度︓厚生労働省「介護保険事業状況報告（年報）」、令和 3 年度か

ら令和 4 年度︓「介護保険事業状況報告（月報）」の 12 か月累計（※補足給付は費用額に含まれていな

い） 

   【第 1 号被保険者 1 人あたり費用額】「介護保険事業状況報告（年報）」（または直近月までの月報累計）

における費用額を「介護保険事業状況報告月報）」における第 1 号被保険者数の各月累計で除して算出 
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介護予防や重度化防止の取組の継続と改善が重要 
性別や年齢の影響を除いた調整済み要支援・要介護認定率は、豊明市では 17.0％で、全国平均

（19.0％）や愛知県平均（18.3%）より低く抑えられています。軽度認定率（要支援１〜要介護２）

は 10.9％、重度認定率（要介護３〜要介護５）は 6.1％とともに全国平均より低く、介護予防や重

度化防止の取組が比較的機能していると言えます。 

今後もこれらの取組を継続するととともに、より良い状態を目指して解決すべき課題や改善可能

性を探し、手を打っていくことが重要です。 

性年齢調整済み要支援・要介護認定率（第１号被保険者）（上図） 

性年齢調整済み重度認定率と軽度認定率の分布（下図） 

 

 

時点︓令和 4 年（2022 年） 

資料︓厚生労働省「介護保険事業状況報告」月報および総務省「住民基本台帳人口・世帯数」 

（地域包括ケア「見える化」システムにて算出） 
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在宅での生活を叶えるための体制が必要 
性別や年齢の影響を調整した上で第 1 号被保険者 1 人あたりの給付月額を見ると、在宅サービス

の給付月額（図表●縦軸）は全国平均および愛知県平均より低い一方で、施設および居住系サービス

の給付月額（図表●横軸）は高くなっています。また、要介護別サービス受給率を見ると、施設系サ

ービスの要介護１、要介護２の受給率が他の地域と比べて高くなっています。 

住み慣れた地域で暮らしたいと願う人のために、要介護状態になったとしても自宅で暮らせるよ

うな体制づくりが重要です。 

 

性年齢調整済み第 1 号被保険者 1 人あたり給付月額の分布（在宅サービス・施設および居住系サ

ービス） 

 

時点︓令和 2 年（2020 年） 

資料︓「介護保険総合データベース」および総務省「住民基本台帳人口・世帯数」 

 （地域包括ケア「見える化」システムにて算出） 
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要介護別サービス受給率（施設サービス） 

 
時点︓令和 4 年（2022 年） 

資料︓厚生労働省「介護保険事業状況報告」月報 
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（５）リハビリテーションの提供状況から見える課題 

通所リハビリテーションの利用者が減少し、訪問リハビリテーションの利用者が増加 
本市のリハビリテーションの利用者数は、令和元年度と比較すると、通所リハビリテーション

では 765 人減少した一方で、訪問リハビリテーションは 266 人増加しました。特に要介護２以下の

増減が大きく、通所リハビリテーションでは 1,074 人減少した一方で、訪問リハビリテーションは

543 人増加しました。個人の身体状況や生活環境に合わせたリハビリテーションの提供が重要にな

っています。 

 

要介護度別・リハビリテーション利用者数（上図︓令和４年度、下図︓令和元年度） 

 

 
注︓ 訪問リハビリテーションには、訪問看護からのリハビリテーション提供を含む 

資料︓ 給付実績情報より（豊明市保有）  
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要支援者・軽度者への訪問系リハビリテーションの強化が必要 
本市の訪問系リハビリテーションは、要介護２を利用の山とし、軽度者の方に利用分布が多く見

られます。 

提供体制については、地域資源の特徴から訪問系リハビリテーションを実施する医療機関数に対

して需要が上回っているため、訪問看護ステーションがその需要を担っています。 

また、令和３年度より、要支援者等を対象に総合事業において、訪問 C 型のリハビリテーション

（マイリハ）が始まりました。短期間で元のふつうの暮らしに戻すリハビリテーションを行うこと

で、訪問系リハビリテーション資源を適切に活用する必要があります。 

要介護度別・提供時間別・サービス別訪問系リハビリテーション利用者数（令和４年度） 

 

資料︓ 給付実績情報より（豊明市保有） 

 

要介護度別・サービス別 訪問系リハビリテーション延べ算定回数（令和４年度） 

 

資料︓ 給付実績情報より（豊明市保有） 
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要介護度別・一月当たり利用日数回数別 訪問 C 型リハビリテーション利用者数 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料︓ 給付実績情報より（豊明市保有） 

訪問看護ステーション資源の適切な活用が必要 
訪問看護ステーションのサービス提供状況においては、すべての介護度において、看護師の訪問

がリハ職の訪問を上回っており、訪問看護ステーションとしての適切なサービス提供状況にあると

いえます。 

訪問看護ステーションの看護師による訪問は、中重度の要介護者が在宅生活を継続するために重

要なサービスであるため、要介護認定者全体のバランスを見た訪問看護ステーションの資源の有効

活用が必要です。 

 

要介護度別 訪問看護の提供内容別利用者数（令和４年度） 

 
資料︓ 給付実績情報より（豊明市保有） 
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要介護度別 訪問看護師の一回当たり提供時間別利用者数（令和４年度） 

 
資料︓ 給付実績情報より（豊明市保有） 

 

通所リハビリテーションの活用による元の暮らしを取り戻す支援の強化が必要 
本市の通所リハビリテーションの利用状況については、要介護２の利用が最も多く、要介護３以

上になると利用が少なくなっています。リハビリテーション資源の重点化の視点からも、要支援者

等は総合事業の通所 C 型（元気アップ）等を活用しつつ、本人のこれまでのふつうの暮らしに戻す

リハビリテーションを強化していく必要があります。 

 

要介護度別・一月当たり利用回数別 通所リハビリテーション利用者数（令和４年度） 

 
資料︓ 給付実績情報より（豊明市保有） 
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所要時間別 通所リハビリテーション利用者数（令和４年度） 

 
資料︓ 給付実績情報より（豊明市保有） 

 

要介護度別・一月当たり利用回数別 通所 C 型リハビリテーション利用者数 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料︓ 給付実績情報より（豊明市保有） 
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第３章 計画の基本理念と目標 

３－１ 基本理念と３つの目標 
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・高齢者が、年齢を重ねるごとに心身機能が低下してきたとしても、これまで送ってき

た「日常の暮らし」を送ることができるよう、できる限り、自ら要支援・要介護にな

ることを予防し、遅らせ、重度化を防ぎ、自立した生活を維持する力を引き出すこと

で「ふつうに暮らせるしあわせ」を支えます。 

・毎日の生活を活動的に送り、誰かに必要とされる充実感や、人とのつながりによって

人生を豊かにできるよう、地域に多様な「活動」や「参加」の場づくりを行っていき

ます。 

 

 

 

・本人の意向や心身状態、住環境、家族の介護力等、一人ひとりの状況に合った適切な

医療・介護を提供できる体制を構築します。 

・本人が最期まで望む場所でケアを受けることができるよう、家族介護者等の身体的、

精神的、経済的負担を軽減する支援策を充実させ、本人と家族介護者双方の暮らしを

守ります。 

・医療ニーズの高い要介護者が、質の高い医療や介護を受けることができるよう、医療

介護関係者の専門性の向上を図り、ケアの質の向上に取り組みます。 

 

 

 

 

・高齢になってもふつうに暮らせるよう、未だ解決できていない地域の課題について、

高齢者の暮らしを支える地域住民・団体、医療・介護・福祉等の専門職などが連携

し、ともに解決に向けて動くしくみを強化します。 

・誰もがなりうる認知症の進行をできるだけ遅らせ、また、認知症になっても安心して

暮らせるよう、専門的支援と地域で支える体制を充実させます。 

・高齢者が虐待や消費者被害等に遭わないように、権利擁護を推進します。 

・医療介護を担う現場の業務効率化や自然災害等への対応力を高め、介護現場の安全性

を確保することで、地域包括ケアシステムを支える体制を強化します。 

  

健康寿命を延伸する 

基
本
目
標 

１ 

療養支援を強化する 

基
本
目
標 

２ 

地域でふつうに暮らせるしくみを強化する 

基
本
目
標 

３ 



 

43 

 

３－２ 本市の地域包括ケアの考え方（地域包括ケア豊明モデル） 

本市はこれまで、藤田医科大学、ＵＲ都市機構中部支社と市の三者協定（平成 26 年度）に基づき、

地域住民や周辺の民間企業とともに「けやきいきいきプロジェクト」を立ち上げ、豊明団地を市全体

の医療福祉拠点として資源を集約し、高齢化社会に対応するモデル的な地域づくりを進めてきまし

た。 

また、早期（平成 23 年度）にＩＣＴ情報共有ツール「いきいき笑顔ネットワーク（電子@連絡

帳）」の導入を進め「統合ケア」を可能にする情報基盤整備を行うとともに、平成 25 年度からは、

医療介護を担う人材育成事業を実施し、多職種連携の土壌を育んできました。 

さらに、平成 28 年度から定期開催している「多職種合同ケアカンファレンス（地域ケア個別会

議）」は、個別ケースの検討を通じて、未だ解決できていない地域の課題に気づき、関係者で共有す

る場、職種間の「専門性の技術移転」の場として機能し、高齢者を支える地域資源の充実、専門性の

向上につながっています。 

本市の地域包括ケアシステムの構築においては、困難を抱えた「一人の高齢者の暮らしをどう支

えるか」の検討を起点とし、そこから解決すべき課題や施策を見極め、地域のあらゆる資源・情報・

力を結集し解決に向けて動くこと、その試行錯誤を全市的に展開することにより、地域ぐるみの取

組を進めていくことを基本方針とします。 

このような地域ぐるみの取り組みを重ねながら、年齢を重ねても、一人暮らしになっても、認知症

になっても、医療や介護が必要となっても、市民が「ふつうに 暮らせる しあわせ」を支えていきま

す。 

豊明市地域包括ケアシステムのイメージ 
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３－３ 計画の体系 

 

  

(1) 地域の実態の把握

(2) 元のふつうの暮らしに戻す支援の充実(リエイブルメント）

(3) 介護予防・健康づくりの習慣化の支援（セルフマネジメント）

1-2 生涯現役社会の構築と社会参加の促進 (1) 身近な地域での参加と活動の場の確保（アクティブエイジング）

(1) 在宅生活の限界点を高めるサービス提供体制の構築

(2) 本人と家族を支える支援の充実

(1) 医療・介護を担う専門職の育成

(2) 医療介護連携の推進

(1) 介護給付等の適正化への取組及び目標設定（介護給付適正化計画）

(2) サービスの質の向上

(1) 特色ある地域包括ケアモデルの構築

(2) 総合相談体制の強化

(3) 暮らしを支える地域力の強化と資源の充実

(1) 認知症の方や家族への専門的支援

(2) 認知症に対する理解のある地域づくり

(1) 高齢者の意思決定支援にかかる体制の充実

(2) 高齢者虐待防止対策の推進

(1) 介護人材の確保と介護現場の生産性の向上の推進等

(2) 自然災害・感染症対応の強化

(3) 介護現場の安全性の確保及びリスクマネジメントの推進

基本理念 ふつうに 暮らせる しあわせ（Well-being）

第9期総合目標 「ふつうに暮らせるしあわせ」を支える地域の力づくり

基本目標 施策の柱 施策

1
健康寿命を
延伸する

1-1 自立支援・重度化予防の推進

2
療養支援を
強化する

2-1
在宅療養を支える
多様な医療・介護サービスの充実

2-2
切れ目のない医療・介護提供体制
の構築

3-4
地域包括ケアシステムを支える
業務体制の確保

介護保険事業費の見込み

2-3
一人一人の状況にあった
サービス利用の促進

3
地域でふつうに
暮らせるしくみを
強化する

3-1
日常生活圏域の特性を活かした
地域密着のまちづくりの推進

3-2
認知症になっても
ふつうに暮らせる社会の構築
（認知症施策推進基本計画）

3-3 高齢者の権利擁護支援
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３－４ 日常生活圏域の設定 

（１）日常生活圏域の設定 

日常生活圏域とは、その住民が日常生活を営んで

いる地域として、地理的条件、人口、交通事情その他

の社会的条件をあわせて、介護給付等対象サービス

を提供するための施設の整備状況、その他の条件を

総合的に勘案して定める区域として、介護保険法に

より設定することとされています。地域密着型サー

ビスを中心とした介護基盤整備の単位であるととも

に、地域包括支援センターとの整合性を図るものと

なっています。 

本市では、市民の生活実態や地域活動に合わせた

地域包括ケアシステムを推進していく必要があるこ

とから、日常生活と密接な関係にある町や行政区を

基本に設定することとします。 

本市の「日常生活圏域」については、「北部圏域」「中部圏域」「南部圏域」の３圏域とし、各圏域

の地域特性にあわせた取り組みを強化します。 

 

日常生活圏域の基本情報 

圏域 北部圏域 中部圏域 南部圏域 

地区（町名） 沓掛町、二村台、 

間米町 

新田町、大久伝町、 

阿野町、西川町、 

三崎町、前後町 

栄町、新栄町 

人口 19,051 人 29,097 人 19,985 人 

高齢者人口（高齢化率） 5,344 人（28.1％） 7,011 人（24.1％） 5,493 人（27.5％） 

 65 歳以上 74 歳以下 2,204 人（11.6％） 3,011 人（10.3％） 2,261 人（11.3％） 

75 歳以上 84 歳以下 2,251 人（11.8％） 2,857 人（9.8％） 2,348 人（11.7％） 

85 歳以上 889 人（4.7％） 1,143 人（3.9％） 884 人（4.4％） 

資料︓住民基本台帳（令和 5 年 10 月現在）  
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（２）各日常生活圏域の基本情報 

【北部圏域（沓掛町、二村台、間米町）の基本情報】 

人口 高齢者人口（高齢化率） 要介護認定者数（認定率） 

19,051 人 5,344 人（28.1％） 913 人（17.1％） 

資料︓住民基本台帳、豊明市介護保険認定情報（各令和５年 10 月現在） 

 

北部圏域の高齢者年齢３区分別の人口の推計 

 
資料︓住民基本台帳人口（令和 3〜5 年の 3 か年各年 4 月）をもとにコーホート変化率法による推計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

けやきテラス 
北部地域包括支援センター豊明団地出張所 

豊明東郷医療介護サポートセンターかけはし 

豊明団地 

北部地域包括支援センター 
（特別養護老人ホーム勅使苑内） 

ふじたまちかど保健室 

おたがいさまセンターちゃっと 
（共生交流プラザカラット内） 
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北部圏域の区ごとの生活環境 

 

東沓掛区 2,523 806 365
(14.5%)

441
(17.5%) 31.9% 59

(6.1%) 5.5% 14.0% 9

・高齢化率が高いが、親族間・近隣との交流多い。相互援助良好、町
内ごとの地域活動やサロン活動が盛んである。農作業をされている方も
多い。
・商業施設、金融機関、医療機関等との距離があり、車がないと移動が
困難。

西沓掛区 3,445 1,005 469
(13.6%)

536
(15.6%) 29.2% 83

(5.7%) 8.3% 17.9% 12

・親族間・近隣との交流多い。相互援助良好、町内ごとの地域活動や
サロン活動が盛んである。農作業をされている方も多い。
・商業施設、金融機関、医療機関等との距離があり、車がないと移動が
困難。
・若王子地区は坂道もあり利便性から隣接する市町の商業施設・医療
機関に行くことが多い。

勅使台区 1,697 319 125
(7.4%)

194
(11.4%) 18.8% 34

(5.5%) 4.0% 11.3% 1

・平成初期に転入した世帯が多い、高齢化率や要介護認定率は低い
も、独居、高齢者のみ世帯も増えつつあり、徐々に相談が増えている。
・公共交通機関(バス）あり、藤田医科大学病院、前後駅へのアクセス
も良い。

間米町 間米区 2,012 528 240
(11.9%)

288
(14.3%) 26.2% 52

(6.1%) 8.3% 15.2% 3

・昭和30年代に転入してきた世帯が多く高齢化してきている。特に鶴根
は高齢化率が高い。
・移動はチョイソコとよあけ、ひまわりバスを利用も・急こう配な坂道が多く
移動に苦慮する相談が多い。

二村台１ 二村台１
区 1,082 280 114

(10.5%)
166

(15.3%) 25.9% 24
(4.9%) 10.9% 16.1% 1

・戸建てが多い。
・公共交通機関(バス）があり、通院・買い物や市役所・前後駅方面の
アクセスも良い。
・八ツ屋憩いの家のサロンも活動的である。
・地区内に多世代交流施設が新設され、通いの場が豊富。

二村台２ 二村台２
区 966 302 113

(11.7%)
189

(19.6%) 31.3% 37
(8.1%) 11.1% 18.2% 1

・戸建てが多い。二村台の中で高齢化率がいちばん高く独居、高齢者
世帯が多い。
・スーパーやコンビニでの買い物も近くて利便性は良い
・公共交通機関(バス）があり、市役所・前後駅方面のアクセスも良い。

二村台３ 二村台３
区 1,554 451 200

(12.9%)
251

(16.2%) 29.0% 67
(7.8%) 19.3% 12.9% 1

・昭和46〜47年頃に整備された「ＵＲ豊明団地」地区。エレベータが
ない棟が多く階段昇降が困難になり生活に支障みられる。
・高齢者のみ世帯、高齢者独居が多く、外国人労働者の入居も多い。
・豊明団地けやきテラスで二村台健康づくり教室、認知症カフェ、ふじた
まちかど保健室もあり活動も盛んである。
・隣接地区に多世代交流施設が新設され、通いの場が豊富。

二村台４ 二村台４
区 808 219 86

(10.6%)
133

(16.5%) 27.1% 27
(7.4%) 16.5% 19.2% 1

・戸建てが多く、独居　高齢者世帯が多い。
・公共交通機関(バス）があり、通院・買い物や市役所・前後駅方面ま
でのアクセスも良い。
・沓掛町の二村台４区いこいの家が近いことからサロン活動に行かれる
方もみられる。

二村台５ 二村台５
区 1,563 477 221

(14.1%)
256

(16.4%) 30.5% 67
(7.5%) 24.4% 17.0% 0

・昭和46〜47年頃に整備された「ＵＲ豊明団地」地区。エレベータが
ない棟が多く階段昇降が困難になり生活に支障みられる。
・独居、高齢者世帯が多く、外国人労働者の入居も多い。
・豊明団地けやきテラスでの二村台健康づくり教室、認知症カフェ、ふじ
たまちかど保健室もあり活動も盛んである。

二村台６ 二村台６
区 1,194 292 124

(10.4%)
168

(14.1%) 24.5% 33
(4.9%) 26.4% 15.4% 0

・昭和46〜47年頃に整備された「ＵＲ豊明団地」地区。エレベータが
ない棟が多く階段昇降が困難になり生活に支障みられる。
・独居が多く、外国人労働者の入居も多い。
・豊明団地けやきテラスでの二村台健康づくり教室、認知症カフェ、ふじ
たまちかど保健室もあり活動も盛んである。

二村台７ 二村台７
区

1,827 516 180
(9.9%)

336
(18.4%) 28.2% 72

(8.8%) 12.0% 20.7% 0

・戸建てが多く、独居、高齢者世帯が多い。・要介護認定率や高齢化
率も高い。
・公共交通機関(バス）あり藤田医科大学病院や前後駅へのアクセス
は良い。
・坂道が多く、徒歩での通院・買い物が難しいとの相談も多く聞かれる。
・小学校内二村会館でのサロン活動もあり豊明団地の方との交流もあ
る。

沓掛町

高齢化率 独居率 要介護
認定率町名 行政区 人口 前期高齢者

数（率）
後期高齢者
数（率）

高齢世帯
数（率）

生活環境
（住んでいる住民の特性・公共交通・移動手段・地形）

高齢者
数

施設資源
（集会所

等）
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北部圏域の区ごとの地域資源 

 

  

週１回以上 月２回以上 月１回以下 週１回以上 月２回以上 月１回以下

東沓掛
区

・まちかど運動教室
(上高根、薮田、下
高根、小所、中
川）
・(老)グランドゴルフ
・(老)グランドボール

・(老)ゴルフ ・(老)すこやか体操

・上高根50円喫茶
・豊肇会（麻雀）
月３回
・(老)健康麻雀

・上高根元気会
・薮田サロン
・JAふれあいサロン、
ミニデイ
・(老)墓園、神社
清掃
・(老)ゴルフ

・(HC)オールドカフェ
・(HC)ありふ
・(HC)マーメイドカ
フェ
・(HC)スターバックス

13

西沓掛
区

・まちかど運動教室
・(老)健康体操
・ラジオ体操（毎
日）
・(老)グランドゴルフ

・大同いきいき会
（月３回）
・鹿嶋クラブ(月２
回)

・(老)歩け歩け
・(老)ラジオ体操
（夏休み限定）

・(老)カラオケ
・(老)カラオケの会、
民謡
・ストレッチ沓掛男
衆
・サロン荒井
・ひかり台談話室

・沓懸俱楽部
・(老)ミニ懇談会
・(老)詩吟の会

10

勅使台
区

・まちかど運動教室
・(老)太極拳
・(老)健康体操

・(老)囲碁 オレンジカフェ勅使
・(老)食事会 7

間米町 間米区 ・まちかど運動教室 ・(老)グランドゴルフ
・(老)麻雀
・(老)囲碁
・(老)カラオケ

・(老)茶話会
・(老)そば打ち、旅
行、出前講座

・(HC)麦の花
・(HC)ドトール（藤
田医大）

7

二村台
１

二村台
１区 ・口腔体操 ・(老)健康体操

・(老)グランドゴルフ

・ジャズダンス
・スポーツレクリエー
ション

・(老)健康麻雀教
室
・(老)囲碁クラブ
・カフェひまわり
・メモリーカフェ

・(老)カラオケ
・ひまわりサロン
・健康麻雀教室

・憩いサロン
・なごみ会
・(老)ゴルフ

・移動販売 8

二村台
２

二村台
２区 ・まちかど運動教室 ・パッチワーク同好会 ・(HC)窓 7

二村台
３

二村台
３区 ・ラジオ体操

・こころと体の健康
体操
・けやきいきいき体
操
・団地ウォーキング

・まちかど保健室 ・グリーンカフェ二村
台

・健康レク会
・健康麻雀教室
・JAミニデイ

25

二村台
４

二村台
４区 ・健康体操ｸﾗﾌﾞ

・健康麻雀
・カフェアベリア
・憩い麻雀

4

二村台
５

二村台
５区 35

二村台
６

二村台
６区 18

二村台
７

二村台
７区 ・(老)健康体操

・(老)囲碁
・(老)ウォーキング
・(老)カラオケ

・ねんりん双峰
・双峰クラブ
・(老)コーラス
・(老)健康麻雀
・(老)花植え

・移動販売 6

体操や運動 つどい・茶話会 民間・店舗等の
通いの場

ちゃっと
サポー
ター数

沓掛町

町名 行政区
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【中部圏域（新田町、大久伝町、阿野町、西川町、三崎町、前後町）の基本情報】 

人口 高齢者人口（高齢化率） 要介護認定者数（認定率） 
29,097 人 7,011 人（24.1％） 1,102 人（15.7％） 

資料︓住民基本台帳、豊明市介護保険認定情報（各令和 5 年 10 月現在） 

 

中部圏域の高齢者年齢３区分別の人口の推計 

資料︓住民基本台帳人口（令和 3〜5 年の 3 か年各年 4 月）をもとにコーホート変化率法による推計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

三崎水辺公園 名鉄前後駅 

中部地域包括支援センター 
（勤労会館内） 

阿野ふれあい会館 
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中部圏域の区ごとの生活環境 

 

西川町 西川区 3,092 638 361
(11.7%)

277
(9.0%) 20.6% 58

(4.3%) 7.8% 14.1% 3
・福祉体育館や老人福祉センターなどの公共施設があり、サロン等の活
動が活発である。
・コンビニやドラッグストア等の商業施設までのアクセスも良い。

三崎町 ゆたか台区 1,442 424 182
(12.6%)

242
(16.8%) 29.4% 39

(6.3%) 14.0% 19.6% 1

・坂が多くあり、戸建てが多い。商店や商業施設は減少している。
・一部地域では高齢化が進んでいる。
・高低差のある地形の影響で外出に支障をきたすが、移動手段が従来
型の公共交通機関中心となる。
・ゆたか台公民館があり、サロンも活動的。

三崎町 三崎区 3,644 930 365
(10.0%)

565
(15.5%) 25.5% 96

(5.7%) 9.5% 16.1% 2

・市役所に近く、商業施設、交通量も多い。
・社地区では、高齢化率、後期高齢化率、高齢者世帯の割合が他地
区に比較して高い。
・坂が多い地区もある。高齢者の見守り活動が行われている。

新田町 吉池区 4,174 977 391
(9.4%)

586
(14.0%) 23.4% 95

(5.3%) 9.6% 15.1% 4
・自主的な防犯体制に取り組んでいる。一部、若い世代の住民流入も
あるが、自治活動や防犯活動等の後継者育成に課題を残す。

大久伝町 大久伝区 2,472 669 369
(14.9%)

300
(12.1%) 27.1% 64

(5.5%) 10.4% 13.3% 2

・第8期と比較し、高齢化率が上昇傾向にある。
・ナビライフの高齢化率が高い。
・医療機関や商業施設もあり、往来のある通りを中心に安定した地区と
なっている。

新田町 中島区 2,545 471 245
(9.6%)

226
(8.9%) 18.5% 32

(2.9%) 8.8% 14.6% 2 ・他地区に比較して、若い世代もあり、支え合いの地域活動もある。

阿野町 阿野区 4,174 1,022 417
(10.0%)

605
(14.5%) 24.5% 104

(5.3%) 8.6% 14.8% 3

・古くからある集落で道幅が狭く、地縁関係が残っている。
・坂部や大代などは見守りを要する世帯が多く地域支援を必要としてい
る。
・公共交通機関による移動手段が限られている。
・医療機関があり、小規模商店やお寺もあるが、見守りの必要な世帯も
多く、活動量の低下防止対策や地域のサロン開発も望まれる。

阿野町 坂部区 2,066 465 182
(8.8%)

283
(13.7%) 22.5% 52

(5.2%) 10.3% 18.3% 2

・古い戸建てが多く、道幅も狭い。
・中地区は高齢化率が非常に高い。
・住民間で助け合い活動をしているが、次世代への継承者育成に課題
がある。

前後町 西区 2,293 643 255
(11.1%)

388
(16.9%) 28.0% 64

(6.4%) 10.0% 20.1% 2

・昭和年代の転入世帯と新しい世帯が混在。
・高齢化率、介護認定率共に高い。特に競馬場東の高齢化率が高
い。
・商業施設等、社会資源は少ないが、集会所や老人憩いの家での催し
物、活動が盛ん。
・仙人塚地区はチョイソコ停留所がある。
・地域での見守り支え合いの推進。
・移動手段の確保、検討。

前後町 前後区 3,504 835 387
(11.0%)

448
(12.8%) 23.8% 69

(4.0%) 9.2% 15.9% 1

・高齢化率は低い。
・名鉄前後駅付近で利便性が高く、日常生活環境は恵まれている。
・公民館、集会所での運動教室や老人クラブ等の活動が盛んで、参加
者も多い。

高齢化率 独居率 要介護
認定率町名 行政区 人口 前期高齢者

数（率）
後期高齢者
数（率）

高齢世帯
数（率）

生活環境
（住んでいる住民の特性・公共交通・移動手段・地形）

高齢者
数

施設資源
（集会所

等）
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中部圏域の区ごとの地域資源 

 

  

週１回以上 月２回以上 月１回以下 週１回以上 月２回以上 月１回以下

西川町 西川区 ・まちかど運動教室
・豊明PSクラブ ・13年すみれ会 ・西川麻雀クラブ

・健康麻雀教室

・ファミリーサロン西
川
・老人センター各種
　歌声クラブ
　かるた
　ジャズダンス

・(HC)カーメル
・(HC)樹連
・(HC)PAPA
・(HC)バディ

13

三崎町 ゆたか台
区

・(老)グランドゴルフ
・(老)体操

・ゆたか台元気はつ
らつ
・ゆたか台お散歩の
会

・健康麻雀

・ミキさくらんぼ
・(老)茶話会
・JAミニデイ、ふれあ
いサロン
・青い鳥けやきの森
（ふらっと）

・(HC)けやきの森
・(HC)だいこん茶屋
・(HC)la she
・(HC)アゲイン
・移動販売

9

三崎町 三崎区

・まちかど運動教室
・ラジオ体操（毎
日）
・ウォーキング
・公園太極拳
・(老)健康体操
・(老)グランドゴルフ

・3B体操
・(老)歩け歩けの会
・三崎池ウォーキン
グ
・(老)ボッチャ

・egao家（月〜
金)
・三崎寿会(麻雀）
・(老)健康麻雀
・(老)民謡、舞踊
・(老)カラオケ
・(老)囲碁・将棋

・三崎ファミリーサロ
ンわくわく交流館
・(老)誕生会
・JAミニデイ、ふれあ
いサロン
・樫の木珈琲店
（ふらっと）
・やっとかめ

・(HC)あかね亭
・(HC)樫の木
・(HC)あかり
・(HC)sonora
・(HC)岡島珈琲店
・おたがいさまサークル

22

新田町 吉池区

・まちかど運動教室
(錦、門先、吉池）
・ラジオ体操
・芙蓉クラブ
・ストレッチ男塾
・豊明PSクラブ

・吉池体操クラブ

・ほっこりクラブ吉池
・(社協)健康体操
・ふれあいサロン団ら
ん

・吉池団地麻雀友
の会
・(老)土曜サロン
・(老)健康麻雀会
・(老)健康麻雀教
室

・いきいきサロン笑門
・(老)カラオケ
・(老)花植え
・ふれあいサロン
・認知症予防カフェ
と太極拳の集い

・トヨペット豊明店
・(HC)のんのん
・(HC)カラオケ喫茶
ふぁいん
・(HC)LaLa
・(HC)スマイル
・(HC)ピジョン
・(HC)かこ

13

大久伝
町

大久伝
区

・まちかど運動教室
・(老)グランドゴルフ

・(老)カラオケ
・おひま会

・(老)健康麻雀
・(老)手芸 ・(老)写真 ・(HC)あけほの

・(HC)ホワイトベル 10

新田町 中島区 ・まちかど運動教室
・ウォーキング

・こっこうクラブ
・グランドゴルフ
・健康麻雀

・和太鼓

・(老)学童見守り
・(老)園芸クラブ
・(老)親睦、健康づ
くり

・サロンなかじま
・(老)神社清掃
・(老)グランドゴルフ
・(老)ボッチャ

17

阿野町 阿野区 ・(老)ブレス体操 ・まちかど運動教室
・(老)ボッチャ ・あおぞらサロン

・阿野脳トレ俱楽部
・(老)麻雀友の会
・(老)和の会

・えんがわｻﾛﾝ阿野
・かるた会
・(老)手芸

・(HC)オリンピア 17

阿野町 坂部区 ・(老)グランドゴルフ
・まちかど運動教室
・ねんりん俱楽部坂
部

・(老)生け花
・(老)カラオケ
・(老)パッチワーク
・(老)編み物

・坂部ふれあいサロ
ン 8

前後町 西区

・ラジオ体操（毎
日）
・(老)グランドゴルフ
・(老)仲よしクラブ
・(老)卓球

・わかば会
・(老)健康体操
・(老)レクボッチャ

・(老)防犯ボランティ
ア
・(老)カラオケ

・(老)健康麻雀
・(老)サロン会

・仙人塚音楽サロン
・サロン会食育部
・フレッシュ大宮
・(老)映画鑑賞会
・(老)洋裁、手芸

14

前後町 前後区 ・まちかど運動教室 ・(老)卓球 ・(老)健康体操 ・たまごっちの会
・たんぽぽの会

・(老)カラオケ
・(老)ふれあいサロン
茶話会

・(老)生け花教室
・(老)月例会
・まちほけ調剤薬局

・(HC)マノン
・(HC)ドルチェ
・(HC)マクドナルド
・(HC)コメダ

10

体操や運動 つどい・茶話会 民間・店舗等の
通いの場

ちゃっと
サポー
ター数

町名 行政区
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【南部圏域（栄町、新栄町）の基本情報】 

人口 高齢者人口（高齢化率） 要介護認定者数（認定率） 
19,985 人 5,493 人（27.5％） 895 人（16.3％） 

資料︓住民基本台帳、豊明市介護保険認定情報（各令和 5 年 10 月現在） 

 

南部圏域の高齢者人口の推計（年齢３区分別） 

 
資料︓住民基本台帳人口（令和 3〜5 年の 3 か年各年 4 月）をもとにコーホート変化率法による推計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

おたがいさまの家いっぷく 
桶狭間病院 
藤田こころケアセンター 

曹源寺 
南部地域包括支援センター 
（特別養護老人ホーム豊明苑内） 
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南部圏域の区ごとの生活環境 

 

栄町 大脇区 2,877 793 306
(10.6%)

487
(16.9%) 27.6% 71

(6.0%) 7.6% 14.1% 2

【環境】
・後期高齢化率が高いく、特に内山南の高齢化率が高い。
・比較的名鉄前後駅が近く、利便性がある。坂がなく、平坦な地域。
・居住歴が長い住民多く、コミュニティーセンター等での地域活動が盛ん。
・曹源寺での「九の市」「大根炊き」や、大脇神明社での「梯子獅子」
等、伝統と文化が継承されている。
・曹源寺で健康麻雀が行わている。
・巡回バス、私鉄バス等がない。
【課題】
・地域の繋がりを活かした支え合いの推進。
・移動手段の確保、検討。

栄町 大根区 1,784 668 285
(16.0%)

383
(21.5%) 37.4% 70

(8.4%) 7.0% 19.9% 1

【環境】
・高齢化率が高い。
・急な坂や勾配が多い地域もある。
・公民館での体操やサロン活動、大原公園でのグラウンドゴルフ等、住民
自身による介護予防と健康づくりが盛んに行われている。
・徒歩圏内に商業施設が少ない。
【課題】
自助に加え、地域での支え合い（共助）の推進。
・移動手段の確保。

栄町 桜ケ丘区 3,338 928 388
(11.6%)

540
(16.2%) 27.8% 81

(5.3%) 13.4% 16.9% 2

【環境】
・急な坂や勾配が多い。
・名鉄前後駅が近く、利便性がある。
・住民による見守りパトロール活動あり。
・公民館でサークル活動、音楽サロンが行われている。
【課題】
・気軽に集える活動の場を継続。

新栄町 落合区 4,345 996 473
(10.9%)

523
(12.0%) 22.9% 103

(5.5%) 9.9% 14.4% 5

【環境】
・高齢化率は低い。
・一部坂や勾配あり。
・集会所、区民会館、落合氏子会館でのサロン活動が盛ん。
・落合見守り隊による見守り活動や、住民の集いの場・地域支援の拠
点としての“いっぷく”が整備され、地域における支え合い活動が展開され
ている。
・南部地区社協あり。
【課題】
・多世代による見守りや地域づくりの推進。
・高齢者の活躍の場を増やす。

栄町 桶狭間区 2,346 660 285
(12.1%)

375
(16.0%) 28.1% 73

(6.5%) 9.3% 18.0% 3

【環境】
・特に桶狭間第1の高齢化率が高い。
・坂が多い。
・福祉委員会が機能し、住民による課題解決の体制が整備されてい
る。環境委員会による見守りや生活支援に加え、まちかど運動教室や
各種サロン活動等に参加者多く、介護予防の意識が高い。
【課題】
・坂でも移動できる体力づくり等、介護予防の推進と共に移動手段の確
保。
・福祉委員会の進展で多世代による共生社会の実現とその担い手の確
保。

栄町 舘区 5,435 1,470 598
(11.0%)

872
(16.0%) 27.0% 176

(7.4%) 9.7% 16.7% 2

【環境】
・教育機関や企業が点在する。
・坂が多く道が狭いため移動が困難のため、会場に集まらずに済むウォー
キングを開催。
・外国籍の住民が比較的多い。
・区民会館、老人憩いの家でのサロン活動が盛ん。
・藤田こころケアセンター（豊明市認知症初期集中支援チームあり）が
地域の精神保健福祉に取り組んでいる。
【課題】
現在の活動を基に、介護予防・重度化予防の取組みに加え、地域支
え合い体制の整備。

高齢化率 独居率 要介護
認定率町名 行政区 人口 前期高齢者

数（率）
後期高齢者
数（率）

高齢世帯
数（率）

生活環境
（住んでいる住民の特性・公共交通・移動手段・地形）

高齢者
数

施設資源
（集会所

等）
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南部圏域の区ごとの地域資源 

 

 

  

週１回以上 月２回以上 月１回以下 週１回以上 月２回以上 月１回以下

栄町 大脇区

・大脇なかよしクラブ
(毎日)
・ラジオ体操(毎
日）
・太極拳同好会
・健康太極拳
・リフレッシュおおわき

・まちかど運動教室
・筋肉体操
・口腔体操

・はればれ会 ・健康麻雀（月３
回）

・大脇げんき会
・すずしろカフェ曹源
寺
・JAミニデイ、ふれあ
いサロン
・(老)神社清掃

・(HC)オレンジハウス 11

栄町 大根区 ・(老)グランドゴルフ ・ねんりん大根
・大根区ジャンジャン
サロン
・(医)ガーベラ

・(老)ニコニコ会話
の集い

・(医)フラダンス
・コスモの木の家カ
フェ

・(HC)木のなか 15

栄町 桜ケ丘区

・(老)ウォーキング
・(老)健康体操
・(老)卓球 ・まちかど運動教室

・(老)囲碁将棋
（毎日）
・(老)麻雀
・(老)絵手紙
・(老)コーラス

・(老)カラオケ ・音楽サロン
・エコキッズ ・(HC)オリーブ 22

新栄町 落合区

・体操ｸﾗﾌﾞ百足
（月3回)
・のびのびなかよしク
ラブ

・みまもりサロン
・いっぷく（月〜金)
・カフェプチぴぃす

・サロン養元
・(医)ペン習字
・(医)パッチワーク
・(医)麻雀
・(老)囲碁・将棋

・おちあいにこにこサ
ロン
・(医)編み物
・(医)折り紙
・(医)アートの会
・(医)クラフト
・JAミニデイ、ふれあ
いサロン
・なごみ会（本人
ミーティング）
・(老)墓苑清掃

・(HC)豆散人
・(HC)ピース
・(HC)森っつ
・(HC)和み亭

35

栄町 桶狭間
区

・まちかど運動教室
・まちかどウォーキング
・山ノ神ウォーキング
・いきいき健康体操
クラブ

・あすなろ会
・桶狭間女性健康
麻雀クラブ（週２
回）

・ニコニコ子育てカ
フェ ・桶桶クラブ 6

栄町 舘区
・スマイル舘
・(医)３B体操
・お気楽体操

・ふれあいサロン舘
・舘ポールウォーキン
グ

・わいわいカフェ
・サロン憩いの舘遊

・ふれあいサロン「い
つみ」（月3回）
・(医)詩吟

・舘なかよし会
・(医)南舘
・(医)シネマクラブ
・すずしろカフェ ハー
ミット
・(老)健康麻雀
・(老)集いの日
・ふれあいサロン

・(HC)喫茶オール
・(HC)カフェハウス
ファミール
・(HC)ハーミット
・(HC)ブラウンビーン
ズ

31

体操や運動 つどい・茶話会 民間・店舗等の
通いの場

ちゃっと
サポー
ター数

町名 行政区
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（３）地域包括支援センター運営方針 

本市の地域包括支援センターは３つの日常生活圏域ごとに配置することとし、地域の特性に合わ

せた機能を強化します。 

① 基本方針 

地域包括支援センターは、管内の高齢者やその家族が抱える多様な生活課題に対し、地域のあら

ゆる専門的支援や資源を組み合わせながら解決を図ります。さらに、個別のケアマネジメントだけ

でなく「地域マネジメント」の視点をもって、総合相談体制を構築します。 

個別の支援や市全体で実施する「多職種合同ケアカンファレンス」及び地域包括支援センターで

実施する「地域ケア個別会議」を通して、地域の現状や課題を把握します。圏域内の区・町内会や民

生委員、ボランティア等、高齢者を支える地域関係者との連携を強化しながら、専門職による支援

と、家族や知人、隣人等の地域の支援を組み合わせ、自立支援、重度化予防に資するケアマネジメン

トを行うことにより、地域全体のケアの質の向上を図ります。 

② 相談体制の強化 

高齢化が進む二村台地区の相談体制を強化するため、北部地域包括支援センターを補完する「北

部地域包括支援センター豊明団地出張所」を置きます。平日に仕事等があって相談しづらい家族介

護者のため、中部地域包括支援センターを「土曜・祝日専用相談窓口」とします。また、南部地域包

括支援センターを「認知症機能強化型地域包括支援センター」と位置づけ、認知症地域支援推進事業

等の中核的な役割を担います。 

また、本市では令和 4 年度より社会福祉法第１０６条の４に規定される重層的支援体制整備事業

を実施しています。地域包括支援センターが行う包括的相談支援事業は重層的支援体制整備事業に

位置づけられ、世代や対象を問わない包括的な支援体制の一端を担っています。高齢者以外の支援

ニーズを把握した場合には、適切な相談機関につなぐなど、誰もが取り残されないための相談窓口

の一つとして他分野との連携促進を図ります。 
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地域包括支援センターの基本情報 

圏域 北部圏域 中部圏域 南部圏域 

名称 
北部地域  中部地域 

包括支援センター 
南部地域 
包括支援センター 包括支援センター 豊明団地出張所 

所在地 
沓掛町勅使８－105
（特別養護老人 
 ホーム勅使苑内） 

二村台３－１－１ 
（豊明団地 

商店街内） 

新田町吉池 18－８ 
（豊明勤労会館内） 

栄町大根１－143 
（特別養護老人 

ホーム豊明苑内） 
営 業 時 間
(相談受付
時間) 

月〜金（祝日除く） 
午前８時 45 分〜 
午後５時 30 分 

月〜金（祝日除く） 
午前９時〜 
午後４時 

月〜土、祝日 
午前９時〜 
午後５時 30 分 

月〜金(祝日除く) 
午前８時 45 分〜 
午後５時 30 分 

担当地区 沓掛町、二村台、間米町 
新田町、阿野町、 
大久伝町、三崎町、 
西川町、前後町 

栄町、新栄町 

特徴 身近な相談機能（出張所）の設置 土・祝専用窓口 認知症総合窓口 

 

③ 重層的支援体制整備事業と基幹型地域包括支援センター（直営）設立について 

本市では、令和４年度から「重層的支援体制整備事業」を実施し、新たに「多機関協働事業」

「アウトリーチ等を通じた継続的支援事業」「参加支援事業」（以下「多機関協働事業等」とする）

が開始されました。地域包括支援センターは「包括的相談支援事業」として、世代や属性を超えた

相談を受け止め、複雑化・複合化した相談については多機関協働事業等につなぐ役割を担います。 

この多機関協働事業等は「誰一人取り残されないまち」を目指す重層的支援体制整備事業の中心

的な事業になるため、市直営により専門職を確保し重点的に充実を図ります。これにより地域包括

支援センターやケアマネジャーが抱える複雑化・複合化した困難事例に対し、後方支援できる体制

を強化します。 

また、市直営で実施する多機関協働事業に基幹型地域包括支援センターの機能を付加する形で、

基幹型地域包括支援センターの設置を検討します。既存の３つのセンター間の総合調整や地域ケア

個別会議の開催支援、権利擁護業務、認知症初期集中支援チーム業務などを行うことで地域包括支

援センターの後方支援を行い、複雑困難化する事案への対応力を強化します。 
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重層的支援体制整備事業の全体像 
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（４）地域密着型サービスの事業計画 

中重度の要介護者、一人暮らしや夫婦のみの高齢者世帯、認知症高齢者の増加に対応した『地域包

括ケアシステムの構築』にあたり、既存の施設の今後の在り方を含めた検討をした上で、必要な地域

密着型サービスの整備を次のとおり計画します。なお、整備については、一定の期間を要するため、

二期を通した中期的な整備目標とし、地域の実情や今後の需要の変動によっては、適宜計画を見直

します。 

【地域密着型サービスの整備の方向性】 

・ 「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」、「小規模多機能型居宅介護」もしくは「看護小規模多

機能型居宅介護」、「認知症対応型共同生活介護」については、各日常生活圏域に１施設以上の

整備を最終目標とし、令和８年度末までに、新たに「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」は

１事業者、「小規模多機能型居宅介護」もしくは「看護小規模多機能型居宅介護」は１事業者、

「認知症対応型共同生活介護」は１事業者を確保します。 

・ 「認知症対応型共同生活介護」は、第９期、第１０期の二期を通して１事業所の確保に努める

こととし、原則第９期での整備としますが、現存事業所の運営状況等から早期の整備が必要な

いと判断した場合は、第９期での整備は見送り、第１０期での整備を行うこととします。 

・ 「認知症対応型通所介護」「地域密着型通所介護」「地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介

護」は、新たな整備を見込まないものとします。なお、事業者の参入の意向があった場合には、

都度整備の必要性について検討します。 

 

地域密着型サービスの整備目標 
事業区分 令和 ５年 度末

既存 
令和 ８年 度末
目標 

令和 11 年度末
目標 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護 事業所数 0 1 1 
認知症対応型通所介護 施設数 0 0 0 
地域密着型通所介護 施設数 3 3 3 
小規模多機能型居宅介護 施設数 1 

2 3 看護小規模多機能型居宅介護 
（複合型サービス） 

事業所数 0 

認知症対応型共同生活介護 ユニット数 6（4 事業所） 7（５事業所） 7（5 事業所） 
（グループホーム） 定員 54 63 63 
地域密着型介護老人福祉施設 施設数 1 1 1 
入所者生活介護 定員 29 29 29 
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３－５ 自立支援・重度化予防の目標設定 

高齢者一人一人がその有する能力に応じて、自立した日常生活を営むことができるように支援す

ることや、要介護状態等となることの予防、要介護状態等の軽減、重度化の防止といった介護保険制

度の理念を踏まえ、地域の実情に応じて、具体的な取組を進めることが極めて重要です。 

こうした観点から、本市は「被保険者の地域における自立した日常生活の支援、要介護状態等とな

ることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止に関し、市町村が取り組むべき施策に関

する事項」と「その目標に関する事項」、及び「多様なサービスの見込み量の確保に向けた具体策」

を次のとおり設定します。 

（１）自立支援・重度化予防のための施策 

 施策の柱 施策 内容 掲載項目 
１ 基本理念の 

徹底 
（ 保 険 者 の 目
指す姿の共有と
ケ ア の 質 の 向
上） 

多職種合同 
ケアカンファレンス 

保険者主催の地域ケア会議として
定期開催し、豊明市が目指すケアの
あり方を関係者で共有するとともに、多
職種によるケース検討により職種間の
専門性の技術移転を促し、地域全体
のケアの質の向上を目指します。 
 

２ -２ 切れ 目 のな い医
療・介護提供体制の構
築 
（１）医療・介護を担う
専門職の育成 
 

多職種人材育成 
事業 

医療・福祉従事者がお互い専門知
識や経験を活かしながらチームとなっ
て、地域で患者・要介護者や家族をサ
ポートしていく体制を構築するため、専
門職の資質向上や多職種連携を進
めます。 
 

２ -２ 切れ 目 のな い医
療・介護提供体制の構
築 
（１）医療・介護を担う
専門職の育成 
 

２ 本人を中心した
自立支援 
（リエイブルメン
ト） 

自立支援型ケアマネ
ジメント 

一時的に生活機能が低下した要支
援者等が、早期に元のふつうの暮らし
に戻り、これまで「していた活動」を取り
戻せるよう、心身機能、活動・参加に
バランスよく働きかける支援を行いま
す。 
 

１-１自立支援・重度化
予防の推進 
（２）元のふつうの暮ら
しに戻す支援の充実（リ
エイブルメント） 
 

リハビリテーション提
供体制の強化 

要介護認定者等が、本人の状態に
応じて、可能な限り重度化を防ぎ、尊
厳をもって暮らせるために必要なリハビリ
テーションを受けることができる体制を構
築します。 
 

１-１自立支援・重度化
予防の推進 
（２）元のふつうの暮ら
しに戻す支援の充実（リ
エイブルメント） 
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 施策の柱 施策 内容 掲載項目 
３ 介護予防・ 

健康づくりの 
習 慣 化 支 援 の
強化 
（セルフマネジメ
ント） 

高齢者の保健事業 
と介護予防の 
一体的実施 

ポピュレーションアプローチを基本とし
つつ、健康に暮らし続けるための専門
的なアドバイスを行ったほうがよい高齢
者については、適宜適切に保健師、リ
ハ職、栄養士等の専門職が関わって
支援（ハイリスクアプローチ）できる仕
組みを構築します。 
 

１-１自立支援・重度化
予防の推進 
（３）介護予防・健康
づくりの習慣化支援の強
化（セルフマネジメント） 
 

４ 地域資源の 
発掘と多様な参
加の場づくり 

生活支援 
コーディネーター 

「ふつうの暮らしの場での活動量を増
やすことで、結果的に要介護状態を予
防する」という方針を基本としつつ、生
活支援コーディネーターを中心に、活
用できる資源の発掘や地域住民の自
主的な取り組みを支援していきます。 
 

３-１日常生活圏域の特
性を活かした地域密着の
まちづくりの推進 
（３）暮らしを支える地
域力の強化と資源の充
実 
 

多様な資源を活用
した通いの場の充実 

「通いの場＝暮らしの場すべて」とい
う考え方を基本とし、介護予防事業へ
の参加だけでなく、日常生活における
外出や趣味活動など、日常的に「して
いる活動」の量を増やすことで、結果的
に要介護状態を予防する観点で、地
域のあらゆる資源を活用した「通いの
場」を創出していきます。 
 

１-２生涯現役社会の構
築と社会参加の促進 
（１）身近な地域にお
ける参加と活動の場の確
保 （ ア ク テ ィ ブ エ イ ジ ン
グ） 

高齢者の就労的 
活動の場の創出 
多様な参加と活動
の場の発掘 

毎日の生活を活動的に送り、誰か
に必要とされる充実感や、人とのつなが
りによる喜びが感じられるよう、地域に
多様な「活動」や「参加」の場づくりを
行っていきます。 

１-２生涯現役社会の構
築と社会参加の促進 
（１）身近な地域にお
ける参加と活動の場の確
保 （ ア ク テ ィ ブ エ イ ジ ン
グ） 

５ 効果的な 
介護予防事業
の構築 

介護予防評価 
事業 

要介護状態になる前の高齢者のリ
スクや社会参加状況等を把握するた
め「介護予防・日常生活圏域ニーズ調
査」を実施し、介護予防事業等への
参加状況との突合分析等により、介
護予防・日常生活支援総合事業の
効果を経年的、横断的に評価し効果
的な介護予防事業を整備します。 
 

１-１自立支援・重度化
予防の推進 
（１）地域の実態の把
握（介護予防・日常生
活圏域ニーズ調査） 
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（２）多様なサービスの見込み量及び確保に向けた具体策 

①多様なサービスの確保目標 

事業区分 令和５年度末 
現状 

令和８年度末 
目標 

訪問型サービスＡ 
（緩和した基準によるサービス） 

事業所数 ４ ４ 

通所型サービスＣ 
（リハビリテーション専門職が行う 
短期集中通所型予防サービス） 

事業所数 4 4 

訪問型サービスＣ 
（リハビリテーション専門職が行う 
短期集中訪問型予防サービス） 

事業所数 2 3 

一般介護予防事業 
らくらす 教室数 4 4 

まちかど運動教室 開催地区 22 22 

住民主体の生活支援活動 
おたがいさまセンター 
「ちゃっと」 

事業所数 1 1 

（生活支援体制整備事業） 累計サポーター数 
405 

（令和 4 年度

末） 
520 

②多様なサービスの確保に向けた具体策 

 施策 内容 掲載項目 
1 資源把握・開発 第１層生活支援コーディネーターが中

心となって住民の活動や地域の商店等、
多様なサービスの創出に発展しそうな活動
や場所を把握します。 

３-１日常生活圏域の特性を活かした地
域密着のまちづくりの推進 
（３）暮らしを支える地域力の強化と資
源の充実 
 

2 担い手確保 第１層生活支援コーディネーターとおた
がいさまセンター「ちゃっと」が中心となって、
区や町内会、老人クラブ等の住民の会合
等に出向き、活動に参加する住民の輪を
広げていきます。 
 

３-１日常生活圏域の特性を活かした地
域密着のまちづくりの推進 
（３）暮らしを支える地域力の強化と資
源の充実 
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（３）認知症施策の具体的目標設定（認知症施策推進基本計画） 

本市においても、認知症施策推進大綱に沿って、認知症になっても住み慣れた地域で自分らしく

暮らし続けられる「共生」を目指し、「認知症バリアフリー」の取組を推進しています。 

【認知症施策に関する動向】 

認知症施策に関して、令和元年６月に認知症施策推進関係閣僚会議において「認知症施策推進大

綱」がとりまとめられました。この大綱の対象期間は令和 7 年までの 6 年間で、3 年目である令和

4 年に中間評価が行われました。今後は、中間評価の結果を踏まえた施策の推進が求められていま

す。 

また、令和 5 年 6 月に「共生社会の実現を推進するための認知症基本法」が可決されました。施

行に向けて、国が今後策定する認知症施策推進基本計画の内容や「あいちオレンジタウン構想（愛知

県認知症施策推進基本計画）」を踏まえて施策を推進していく必要があります。同法第 13 条の規定

に基づき、「豊明市認知症施策推進計画」として以下のとおり施策の具体的な目標及びその達成の時

期を定めます。 

【認知症施策の具体的目標】 

認知症施策についての具体的な目標は下記のとおりとします。 
事業区分 令和４年度末現状 令和８年度末目標 

認知症初期集中支援チームの設置 チーム数 1 1 

検討件数（年） 85 85 

認知症地域支援推進員の配置 推進員数 9 10 

認
知
症
ケ 
ア
向
上
の 
た 
め
の
取
組 

認知症カフェ 開催箇所数 
 

14 14 

認知症サポーター 養成者数 
 

10,363 12,000 

本人ミーティング 開催箇所数 
 

1 2 

チームオレンジ サポーター数 
 

86 100 

多職種合同 
ケアカンファレンス 

開催回数 
（年） 

24 24 



 

64 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅱ 各  論 
 



 

65 

 

基本目標１ 健康寿命を延伸する 

【施策の論理的構造】 

 

【モニタリングする指標】 

KPI 指標 取得元 更新頻度 

① 

週１回以上社会参加している市民の数 
介護予防事業の参加者数 
おたがいさまセンターちゃっと 
高齢者ボランティアポイントの参加者数 

介護予防・日常生活圏域ニーズ調査 
まちかど運動教室延べ参加者数 
累計サポーター数 
実参加者数 

3 年ごと 
（令和 7 年度） 
毎年 

② 
要支援者の通所・訪問サービス利用者に 
占める C 型サービスの利用割合 

サービス利用実績 毎年 

③ 高齢者ボランティアポイント会員数 会員登録者数 毎年 

④ 週１回以上外出している市民の割合 介護予防・日常生活圏域ニーズ調査 
3 年ごと 
（令和７年度） 

⑤ 
健康寿命 
平均自立期間 

KDB 毎年 

⑥ 要支援認定者の１年後の重度化率 KDB 毎年 
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１－１ 自立支援・重度化予防の推進 

高齢者が、年齢を重ねるごとに心身機能が低下してきたとしても、これまで送ってきた「日常の暮

らし」を送ることができるよう、できる限り、自ら要支援・要介護になることを予防し、遅らせ、重

度化を防ぎ、自立した生活を維持する力を引き出していくことで「ふつうに暮らせるしあわせ」を支

えます。 

（１）地域の実態の把握（介護予防・日常生活圏域ニーズ調査） 

【新規・強化事業】 

事業名 内容 方針 
介護予防評価事業 要介護状態になる前の高齢者のリスクや社

会参加状況等を把握するため「介護予防・日
常生活圏域ニーズ調査」を実施します。 
当該調査結果をベースラインとし、介護予防事
業等への参加状況との突合分析等により、介
護予防・日常生活支援総合事業の効果を経
年的、横断的に評価します。 

「介護予防・日常生活支援ニーズ調
査」については、過去３回（平成２８
年度、令和元年度、令和４年度）悉
皆調査を実施しました。第９期計画期
間内においても、悉皆調査を継続実施
するとともに、当該調査と介護予防事業
等の参加状況等を経年的に分析し、効
果的な介護予防事業を整備し、必要に
応じて広域的な対応を検討します。 
 

データ活用による 
調査研究 

 「介護予防・日常生活圏域ニーズ調査」結果
や、介護と医療のデータを統合したデータベース
を活用して、地域課題について横断的に分析を
行い、施策へ反映します。 

実施にあたって、研究機関等との連携
を進めるとともに、市の地域包括ケア政
策立案につながる医療介護データ分析
や施策提案ができる官民人材の育成を
図ります。 

 

介護予防・日常生活圏域ニーズ調査の実施状況 

実施年度 調査対象 
実施結果 

配布数 回収数 回答率 
平成 28 年度 一般高齢者 14,844 10,740 72.4％ 

令和元年度 一般高齢者、要支援者、
事業対象者 

15,781 11,392 72.2％ 

令和４年度 一般高齢者、要支援者、
事業対象者 

15,853 11,346 71.6％ 
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（２）元のふつうの暮らしに戻す支援の充実（リエイブルメント） 

【新規・強化事業】 

事業名 内容 強化方針 
多様なサービスの 
充実 
（介護予防・日常生
活支援総合事業） 

要支援者等の通所サービス、訪問サービスに
ついては、全国一律の基準のサービスではなく、
市町村の創意工夫で多様なサービスを設計で
きます。また、サービス費用の上限が、国が定め
る額を勘案して市町村が柔軟に定めることがで
きるほか、対象者の範囲が弾力化され、市町村
の補助により実施するサービスについては、要介
護の認定を受けた高齢者についても継続利用
可能とする運用が可能になります。 

多職種合同ケアカンファレンス等個別
ケースの分析を通じて見えてきた、要支
援者等が抱えるさまざまな課題を起点と
し、必要とする多様なサービスを柔軟に
設計することを基本とします。 
第９期においては、専門的サービス終了
後も自立した生活が継続できるよう、利
用期間中にセルフマネジメント力の獲得
を目指したサービス提供を行います。 

元のふつうの暮らしに
戻すケアマネジメント 
（自立支援型ケアマ
ネジメント） 

要支援者等が有している生活機能の維持・
改善が図られるよう、「心身機能」「活動」「参
加」にバランスよく働きかけ、これまでしてきた本
人の望む暮らしが実現できるようなケアマネジメ
ントを行います。 

多職種合同ケアカンファレンスや地域
リハビリテーション活動支援事業を活用
し、多職種の視点によるアセスメントや目
標設定と、課題解決志向のサービス提
供を行うことでケアマネジメントの質の向
上と標準化を目指します。 

リハビリテーション 
提供体制の強化 

要介護者・要支援者が、本人の状態に応じ
て、可能な限り重度化を防ぎ、尊厳をもって暮ら
せるよう関係団体・関係機関と協働して必要な
リハビリテーションを受けることができる体制を構
築します。 

通所リハビリテーション、訪問リハビリテ
ーション等、介護保険サービスにおけるリ
ハビリテーションの実施状況にかかる指標
を定期的に分析評価するとともに、個別
ケースにおいて、リハビリテーション専門職
が自宅や周辺環境を評価、助言するこ
とや、本人や家族とサービス導入における
目標を合意形成する支援を強化してい
きます。 
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（３）介護予防・健康づくりの習慣化の支援（セルフマネジメント） 

【新規・強化事業】 

事業名 内容 強化方針 
身近な地域で 
取り組む介護予防 
活動の充実 
（介護予防の通いの
場の充実） 

自らの生活において、介護予防を意識
し、継続的な運動習慣の確立を目指すた
め、地域の集会所等、身近な地域で介護
予防に取り組むことができる機会を確保して
いくものです。通いの場を充実することで、新
型コロナウイルス感染症の流行により低下し
た通いの場への参加率の向上を目指しま
す。 

区と共同開催のまちかど運動教室、地域
住民が開催するサロンや老人クラブ、市オリ
ジナル「大金星体操」を活用した集まり等の
地域の通いの場づくりを促進します。また、地
域の集会所等へ行くのも困難な高齢者の
通いの場として、地域住民同士で集まってウ
ォーキングするよう働きかけ、運動習慣の確
立を目指します。 
 

高齢者の保健事業と 
介護予防の一体的 
実施 

後期高齢者は、複数の慢性疾患の罹患
に加え、要介護状態に至る前段階であって
も、身体的な脆弱性のみならず、精神的・
心理的、社会的な脆弱性といった多様な課
題と不安が重なることによりフレイル状態にな
りやすいことから、「疾病予防・重症化予防」
と「生活機能の改善」の両面から施策を構
築するものです。 

「ふつうの暮らしの場での活動量を増やす
ことで、結果的に要介護状態を予防する」と
いう本市のポピュレーションアプローチを基本と
し、体力測定結果のアセスメント等を通し
て、専門的なアドバイスを必要とする高齢者
については、適宜適切に保健師、リハ職、栄
養士等の専門職が関わって支援（ハイリス
クアプローチ）できる仕組みを構築します。 
 

 

介護予防・日常生活支援総合事業のイメージ 
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【その他関連事業】 

事業名 内容・方針 
すこやか教室 老人クラブ等を対象に、健康づくりや介護予防をテーマとした普及啓発を実施し、住民一人

一人の意識向上を目指します。 
 

こまの会活動事業 地域における住民主体の介護予防活動の場にて、栄養改善に関する啓発を実施します。 
 

ふれあいミニデイ 
サービス 

ＮＰＯ主体の通いの場であり、介護予防や地域の交流・支え合い活動として、維持させる
とともに、若い世代へ担い手の拡大を図ります。 
 

ふれあいサロン 閉じこもりがちな一人暮らし高齢者等が地域で交流できる機会をつくることにより外出を促す
など、住民主体の支え合い活動を推進します。 
 

 

まちかど運動教室の様子 
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豊明市が目指している地域包括ケアの方向性 

 

単なる介護保険サービスだけを組み合わせたり、介護保険サービスに利用者を当てはめたりする

ケアマネジメントではなく、その人がふつうに暮らせるために必要な場や支援を介護保険に限定せ

ず、幅広く探し、創り出し、組み合わせるケアマネジメントを推進します。 
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１－２ 生涯現役社会の構築と社会参加の促進 

毎日の生活を活動的に送り、誰かに必要とされる充実感や、人とのつながりにより人生を豊かに

できるよう、地域に多様な「活動」や「参加」の場づくりを行っていきます。 

（１）身近な地域での参加と活動の場の確保（アクティブエイジング） 

【新規・強化事業】 

事業名 内容 強化方針 
多様な参加と活動の
場の発掘 
（多様な資源を活用
し た 通 い の 場 の 充
実） 

高齢者は、日常生活における活動量の
低下や社会的なつながりの喪失がフレイル
状態へ陥るきっかけとなることから、地域資源
を活用した多様な社会参加の機会を確保
するものです。 

「通いの場＝暮らしの場すべて」という考え
方を基本とし、介護予防事業への参加だけ
でなく、日常生活における外出や趣味活動
など、日常的に「している活動」の量を増やす
ことで、結果的に要介護状態を予防する観
点で、地域のあらゆる資源を活用した「通い
の場」を創出していきます。 
 

高齢者の就労的活
動の場の創出 

多様な技術や特技を持った高齢者の役
割創出、就労的活動を促進することは、介
護予防やフレイル予防にも効果的であること
から、就労的活動支援コーディネーターを配
置し、就労的活動の場づくりと、参加意欲が
ある方のコーディネートを行います。 

第１層生活支援コーディネーターに就労
的活動支援コーディネーターの役割機能を
持たせ、「おたがいさまセンターちゃっと」や「高
齢者ボランティアポイント制度」を通じた社会
参加の場づくりと、住民の参加意欲の醸成
を行います。 
 

【関連事業】 

事業名 内容・方針 
老人クラブ活動 友愛活動や清掃奉仕活動、文化・学習・スポーツのサークル活動等を行っている

市内各クラブの活動を支援します。 

高齢者の生きがい 
就労支援 

シニア世代の就労の促進をするため、シルバー人材センターや民間企業等と連携
して、参加と活動の場づくりを進めます。 
 

高齢者ボランティアポイント
制度（アクティブシニアクラ
ブ） 

高齢者が介護施設や地域サロンのボランティア活動に参加した際に、ポイントを付
与します。社会参加・地域貢献を行うことで、自らの介護予防及び健康増進に積極
的に取り組めるよう、制度の活用を進めます。 
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 豊明市の通いの場の方針 
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基本目標２ 療養支援を強化する 

【施策の論理的構造】 

 

【モニタリングする指標】 

KPI 指標 データの取得元 更新頻度 

① 医療介護サポートセンターの退院支援数 退院サポート事業件数 毎年 

② 要介護認定者の１年後の重度化率 KDB 毎年 

③ 
介護離職した人の割合 
仕事を続けることが難しいと感じている人の割合 

在宅介護実態調査 
3 年ごと 
（令和７年度） 

④ 
要介護認定者の１年後の重度化率 
過去１年間の入院歴 

KDB 
在宅生活改善調査 

毎年 
3 年ごと 
（令和７年度） 

⑤ 施設入所検討率 在宅介護実態調査 
3 年ごと 
（令和７年度） 
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２－１ 在宅療養を支える多様な医療・介護サービスの充実 

本人が最期まで望む場所でケアを受けることができるよう、本人の意向や心身状態、住環境、家族

介護力等、一人一人の状況に合わせた適切な医療・介護を提供できる体制を構築します。また、家族

介護者等の身体的、精神的、経済的負担を軽減する支援策を充実させ、本人と家族介護者双方の暮ら

しを守ります。 

（１）在宅生活の限界点を高めるサービス提供体制の構築 

【新規・強化事業】 

事業名 内容・方針 強化方針 
中 重 度 者
向け 
介護保険サ
ービスの整
備 

中重度の要介護者が自宅で生活できるよう、
定期巡回・随時対応型訪問介護看護、小規模
多機能型居宅介護等の包括報酬型サービスを
整備するため、事業者の確保や事業所整備に係
る費用について「地域医療介護総合確保基金」
等の活用等、必要な調整を行うものです。 

本市は施設系に偏ったサービス提供体制とな
っており、中重度者を在宅で支えるためのサービス
資源が不足しており、様々な介護ニーズに柔軟
に対応できるよう、地域の実情に合わせて、複合
的な在宅サービスの整備を推進する必要がありま
す。「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」事
業者の確保と、各日常生活圏域に１か所ずつ
「小規模多機能型居宅介護」もしくは「看護小
規模多機能型居宅介護」の整備を目指し、既
存の事業者も含めた地域密着型サービスの更な
る普及に努めます。 

在 宅 療 養
生活に 
関する相談
支援 

医療ニーズのある人について、病院から自宅へ
の退院や在宅療養生活に関する相談支援を担
い、急性期・回復期病院と、在宅を担う居宅介
護支援事業所や介護サービス事業所等との間の
必要な調整を行います。 

令和 5 年度の法改正により創設された医療法
におけるかかりつけ医機能報告等を踏まえた協議
結果も考慮しつつ、在宅医療・介護連携のための
体制を充実させます。 

「豊明東郷医療介護サポートセンターかけは
し」において、病院から在宅への調整や、在宅療
養生活への支援を担い、医療ニーズの高い患者
の切れ目ない支援を実施していきます。 

【関連事業】 

事業名 内容・方針 
見守り安否確認サー
ビス事業 

一人暮らし高齢者の安否確認・見守り支援体制を構築するため、見守りセンサーや緊急
通報装置の設置を促進します。 
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（２）本人と家族を支える支援の充実 

【新規・強化事業】 

事業名 内容・方針 強化方針 
市町村特別給付・ 
保健福祉事業 

介護が必要となった高齢者の在宅生活の
限界点を高めるため、第７期より介護保険
の横だしサービスとして市町村特別給付・保
健福祉事業を実施しています。 

「栄養改善自立支援サービス」、「紙おむ
つ支給事業」、「移送サービス」、「高齢者緊
急一時保護事業」を実施し、より適切な給
付となるよう制度の見直しを行います。特に
中重度の要介護者の重度化を防止するとと
もに、家族介護者の時間的制約や経済的
負担の軽減を行い、在宅生活が継続できる
よう支援していきます。 

家族介護支援 認知症高齢者の家族やヤングケアラー等
を含む介護が必要となった高齢者の家族介
護者の支援のため、相談体制や介護に関
する情報や学習機会を提供します。 

地域包括支援センターと担当の介護支
援専門員の連携を強化し、支援困難事例
について、多機関により適時適切に介入す
ることや、家族介護教室や、認知症カフェ等
による家族介護者の学習機会や相互の交
流の機会の提供により、家族介護者の支援
を行います。 

【関連事業】 

事業名 内容・方針 
高齢者外出支援 
事業 

要支援・要介護者で、自主的交通手段を持たない低所得世帯の高齢者が、タクシーを
利用して通院、買い物等の外出をする際の経済的負担軽減のため、普通タクシーの利用
助成を行うものです。当該事業のほか、民間企業との連携による「チョイソコ」や「ひまわりバ
ス」等の外出手段の充実を図り、運転免許証の返納後も高齢者が自立した日常生活を送
ることができるよう支援します。 

高齢者等住宅 
改修費補助事業 

低所得世帯の要介護者が、自宅で生活できる環境を整えることができるよう介護保険に
おける住宅改修費支給を超えた分を助成します。 

理髪サービス事業 寝たきり等で、理髪店へ行くことが困難な在宅高齢者に対して、訪問理髪サービスを行う
ことにより、できるだけ在宅で快適に生活していけるように支援します。 

寝具クリーニング 
事業 

寝たきり等の人が毎日使用している寝具のクリーニングを行うことにより、保健衛生の向上
を図り、在宅生活を快適に過ごせるように支援します。 
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２－２ 切れ目のない医療・介護提供体制の構築 

医療や介護が必要となっても、可能な限り長く住み慣れた自宅で過ごすことができるようにする

ためには、医療と介護のサービスが切れ目なく提供され、本人や家族を支えていくことが求められ

ています。 

入退院を繰り返す患者や医療ニーズの高い要介護者が、本人や家族の希望に基づき、安心して医

療や介護を受けることができるよう、医療介護関係者の連携を強化し、医療・介護情報基盤を整備す

ることによって、地域包括ケアシステムの一層の推進を図ります。 

（１）医療・介護を担う専門職の育成 

【新規・強化事業】 

事業名 内容・方針 強化方針 
多職種 
人材育成事業 

医療・福祉従事者がお互いの専門知識
や経験を活かしながらチームとなって、地域で
患者・要介護者やその家族をサポートしてい
く体制を構築するため、専門職の資質向上
や多職種連携を進めていく事業です。 

介護支援専門員、理学療法士、看護
師、社会福祉士、栄養士等の地域で活動
する職能団体の活動支援、人材離職を防
止するとともに、多職種による合同研修会の
開催を重点的に実施します。 

多職種合同 
ケアカンファレンス 

個別事例を検討する地域ケア会議として
定期開催し、各職能団体からの参加を得た
多職種によるケース検討により地域全体の
ケアの質の向上を目指します。 

月２回（要支援者版、要介護者版各
1 回）の開催とし、本市の被保険者に関わ
るあらゆる医療介護専門職が一堂に会し、
ひとつひとつの事例の検討を通じて、それぞれ
の職種における専門性とプロフェッショナル意
識の醸成と、専門職間の技術移転を促しま
す。 
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（２）医療介護連携の推進 

【新規・強化事業】 

事業名 内容・方針 強化方針 
在宅療養生活に 
関する相談支援 
【再掲】 

医療ニーズのある人について、病院から自
宅への退院や在宅療養生活に関する相談
支援を担い、急性期・回復期病院と、在宅
を担う居宅介護支援事業所や介護サービス
事業所等との間の必要な調整を行います。 
 令和 5 年度の法改正により創設された医
療法におけるかかりつけ医機能報告等を踏
まえた協議結果も考慮しつつ、在宅医療・
介護連携のための体制を充実させます。 

「豊明東郷医療介護サポートセンターかけ
はし」において、病院から在宅への退院時の
調整や、在宅療養生活への支援を担い、
医療ニーズの高い患者の切れ目ない支援を
実施していきます。 

【関連事業】 

事業名 内容・方針 
地域包括ケア連絡 
協議会 

地域包括ケア体制整備のため、市の医療・介護・福祉を担う団体等の代表者で構成さ
れる協議会において、市の目指す方向性や地域課題を共有するとともに、把握された課題
から具体的な施策へとつなげていきます。 

いきいき笑顔 
ネットワーク 

在宅生活をチームで支える医療福祉関係者がリアルタイムで医療療養情報を共有するた
め、ＩＣＴによるネットワーク基盤を整備し、積極的に活用することで、地域包括ケアシステ
ムの一層の推進を図ります。 

地域医療の連携 
強化 

２次医療圏の医師会等と連携しながら、地域医療と後方支援医療の連携体制について
検討していきます。 

 豊明市の地域包括ケア推進体制 
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多職種の視点によるアセスメ
ントの推進、統合ケアを実現

退院支援、在宅療養支援、
緊急時対応、看取り等につい
て関係機関の連携体制整備

豊明市地域包括ケア連絡協議会
地域包括ケア体制構築に向けた地域の保健医療福祉関係機関の取組状況の報告と課題の検討

平成２６年４月設置 地域ケア会議の施策検討レベル会議、第１層協議体として位置づけ

第1層
協議体

地域組織
（福祉委員会）

地区ごとの団体で構成
町内や班単位で問題抽出
地域の福祉問題を解決

認知症総合支援事業 生活支援体制整備事業多職種合同
ケアカンファレンス

健康寿命延伸・公的保険
外サービス創出・活用促進

協定事業者

おたがいさまセンター
「ちゃっと」

医療介護連携
推進事業

調査研究委員会いきいき笑顔ネットワーク運営委員会

人材育成事業
多職種人材育成研修

多職種連携や人材育成研修
〔藤田医科大学との共同事業〕

認知症初期集中支援
チーム「おりうめ」

第2層
協議体

豊明東郷医療介護
サポートセンター

認知症キャラバンメイト
認知症サポーター

介護予防・日常生活
支援総合事業

短期集中C型サービス

専門部会

けやきいきいき
プロジェクト

地域包括ケア
モデル事業

第2層
協議体

地域リハビリテーション
活動支援事業

介護支援専門員

同職種連絡協議会

看護

リハビリテーション

ソーシャルワーカー

栄養士

認知症カフェ
本人ミーティング

チームオレンジ
「ちゃっと」

第1層・第2層
生活支援コーディネータ―

地域資源を活用した
多様な通いの場づくり

専門プロジェクト

認知症地域支援
推進員
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２－３ 一人一人の状況にあったサービス利用の促進 

介護保険制度の大きな理念は“自立支援”です。自立支援とは「介護を必要としない」ことではなく、

その人がもつ能力を最大限に活かしつつ、本人が望む「ふつうの暮らし」を送ることができるよう支

援するということです。 

適切なサービスを利用できるように、サービス事業所や専門職と、市が一体となってサービスの

質の向上に取り組みます。また、愛知県とも地域差改善や介護給付費の適正に向けて議論を行いま

す。 

（１）介護給付等の適正化への取組及び目標設定（介護給付適正化計画） 

【介護給付適正化計画】 

事業名 内容・方針 
要介護認定の 
適正化 

適切かつ公平な要介護認定の確保のため、認定調査について直営で実施することを基
本としつつ、認定調査内容の書面審査等の実施を通じて適正化を図ります。また国から提
供される業務分析データを活用し、各認定調査項目について全国平均との大きな乖離がな
いようにするほか、認定調査員勉強会を定期的に行い、調査員間での差がなくなるよう徹底
します。 

ケアプラン等の点検 研修等を通じて介護支援専門員や点検に携わる職員の能力向上を図るとともに、多職
種合同ケアカンファレンスとの連動により、多職種の視点が入った質の高いケアマネジメントが
提供できる環境づくりを行います。 
また、住宅改修等を必要とする受給者の実態確認や見積書の点検、訪問調査の実施を
通じて、受給者に必要な生活環境の確保、給付の適正化を図ります。 

医療情報との突合・
縦覧点検 

医療保険情報の突合点検・介護報酬支払情報の縦覧点検の実施を通じて、誤請求・
重複請求などを排除し、サービスの整合性の点検を行うことで、適正な給付を図ります。ま
た、介護給付適正化システムにより出力される帳票から効果が期待される帳票を優先して
点検を行うとともに、取組状況を公表します。 
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（２）サービスの質の向上 

【新規・強化事業】 

事業名 内容・方針 強化方針 
ケアマネジメントの 
公正・中立性の確保 

介護支援専門員が、サービス事業者、家
族、保険者からの独立性を確保しつつ、高
度な専門性を持って利用者及び保険者の
公正中立的な代理人として、本人にとっての
「ふつうに暮らせるしあわせ」を実現できるよ
う、質の高いケアマネジメントを提供できる環
境を整備していくものです。 

医学的なリスク管理、暮らし全般の支
援、家族介護者の負担軽減など、多角的
な視点が入った質の高いケアマネジメントを
通じて、本人のこれまでの普通の暮らしを支
えるため、多職種合同ケアカンファレンスにお
いて、市内のケアマネジャーが年に１回は事
例を提供し、ケアに関わるすべての職種が
各々の支援技術の向上を図ることができる
環境を確保します。 

また、被保険者による選択と自己決定を
原則とした介護保険の理念を鑑み、保険者
の過度な介入による専制が行われることがな
いようにし、専門職の規範と多職種の視点
によるアセスメントにより、公正中立なケアマ
ネジメントが行われる環境を確保します。 
 

 

多職種合同ケアカンファレンスの様子 
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基本目標３ 地域でふつうに暮らせるしくみを強化する 
【施策の論理的構造】 

 

【モニタリングする指標】 

KPI 指標 データの取得元 更新頻度 

① 多職種合同ケアカンファレンス参加者数 市保有 毎年 

② 認知症サポーター養成者数 市保有 毎年 

③ おたがいさまセンターちゃっとのサポーター数、
活動時間（活動実績） 

累計サポーター数、活動時間 毎年 

④ おたがいさまセンターちゃっとの利用者数、 
利用時間（活動実績） 
本人ミーティングの参加者数（活動実績） 

延べ利用者数、活動時間 
 
本人・家族の各参加者数 

毎年 

⑤ 要支援者が活用できるインフォーマルな 
通いの場、生活支援の数 

市調査 3 年ごと 
（令和７年度） 

⑥ 主観的健康感 
主観的幸福感 

介護予防・日常生活圏域ニーズ
調査 

3 年ごと 
（令和７年度） 
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３－１ 日常生活圏域の特性を活かした地域密着のまちづくりの
推進 

本市は南北に約 7.5km、東西に約６km の地勢で、市内を車で移動する場合も 15〜20 分と、

国の地域包括ケアの基準である 30 分以内を満たしていることから、日頃から顔を合わせて見守

ったり、いざというときに駆けつけたりするのに有利な状況にあるといえます。地域生活を支え

る住民・団体、医療・介護・福祉等の専門職などが連携し、課題解決や地域活動に取り組めるよ

う、地域のつながりを強化していきます。 

（１）特色ある地域包括ケアモデルの構築 

【新規・強化事業】 

事業名 内容・方針 強化方針 
けやきいきいき 
プロジェクト 

豊明団地とその周辺地域の特徴的な課
題に対応した「地域包括ケア」の取組を進め
るため、平成 26 年度から藤田医科大学、
ＵＲ都市機構中部支社、豊明市の三者
協定により「けやきいきいきプロジェクト」を立
ち上げ、自治会や企業等の多くの関係者の
参加を得ながら発展しています。 

「ふじたまちかど保健室」「北部地域包括
支援センター出張所」「病後児保育室えが
お」「豊明東郷医療介護サポートセンターか
けはし」等、同エリアに集約した医療福祉資
源を最大限活用しつつ、同地域で形成され
た産官学のネットワークを活かした全市的な
地域包括ケアの取り組みへとつなげていきま
す。 

公的保険外サービス
の創出・活用促進 

公的保険では対応できない多様なニーズ
について、平成 28 年度より順次民間事業
者 18 者と締結した「高齢者の健康寿命延
伸及び生活支援等の公的保険外サービス
の創出・促進に関する協定」に基づき、既存
民間サービスの活用や民間企業との連携に
より新たなサービスの創出に取り組みます。 

既に協定締結した事業者等と密接に連
携し、新たな価値の創出に取り組むととも
に、多様な価値観や課題を抱えた高齢者の
暮らしを支えられるようあらゆる業種の民間
企業との連携拡大を目指します。 

【関連事業】 

事業名 内容・方針 
高齢者向け住宅と生
活の確保の一体的な
支援 

豊明団地がＵＲ都市機構の高齢者医療福祉拠点に指定され、健康寿命サポート住宅
の整備が進められていることから、ＵＲ都市機構や関係機関と連携し取組を進めます。 
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産学官の地域包括ケア 〜豊明団地けやきいきいきプロジェクト〜 
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（２）総合相談体制の強化 

【新規・強化事業】 

事業名 内容・方針 強化方針 
地域包括支援 
センターの体制強化 

今後の高齢化の進展や家族形態の多様
化等に伴って増加する、複雑かつ複合的な
課題を抱える高齢者や家族及びその地域か
らの相談に対応できるよう、地域包括支援
センターの体制を強化していくものです。 

近年の各地域包括支援センターの業務
負担の増大を考慮し、支援を必要とする住
民や、高齢者を支える地域に対してより細や
かな対応が可能となるよう人員体制を強化
します。 

地域ケア個別会議の
強化 

地域包括支援センターが主催となって開
催する「地域ケア個別会議」について、支援
対象者を支える様々な関係者の参加を得
ながら開催することにより、高齢者の生活を
支える地域力強化を図るものです。 

開催回数を増やし、個別支援を通じた関
係機関のネットワークを強化するとともに、地
域で見守る体制の強化へつなげることを目
標とします。 

重層的支援体制整
備事業における多機
関協働事業との連携 

「誰一人取り残されないまち」を目指し、
複雑困難化する事案への対応力強化に向
け、重層的支援体制整備事業における多
機関協働事業との連携強化を図ります。 

多機関協働事業と一体的に実施する直
営の基幹型地域包括支援センターの設置
を検討します。 
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（３）暮らしを支える地域力の強化と資源の充実 

【新規・強化事業】 

事業名 内容・方針 強化方針 
協議体（地域福祉
機能・組織）の強化 

地域ごとの高齢者の暮らしにまつわる多
様な困りごとや不安、「あったらいいな」に対
応するため、地域住民ができる範囲で、住
民同士の助け合い、見守り活動、趣味や運
動等を通じた交流の場づくりを行うなど、その
地域ならではの支え合いの仕組みを考えて
いくための話し合いの場づくりや活動の継続
を支援します。 

第１層（市全体）協議体は、地域包
括ケア連絡協議会とし、第２層協議体
（各日常生活圏域）は、各地域の福祉的
な組織・機能として立ち上げを支援していき
ます。幾つかの区・町内会等で立ち上げが
始まっている地域の福祉的課題について協
議する場づくりや、自主的な見守り・支え合
い活動等について引き続き支援を行うととも
に、他地域の取り組みを相互に知り学び合
う機会を設け、全市的な機運の醸成を図り
ます。 

生活支援 
コーディネーターの活
動強化 

地域の多様な社会資源を把握・発掘し、
組み合わせて新たなサービスを生み出し、支
援が必要な人と資源を結び付けたりするなど
の役割を担います。 

第１層コーディネーターを市と社会福祉
協議会に、第２層コーディネーターを地域包
括支援センター及び「豊明市おたがいさまセ
ンターちゃっと」に配置し、地域資源の把握や
不足するサービスの創出、地域の支え合い
の仕組づくりを担います。 
 

おたがいさま活動の
推進 
（住民主体の生活
支援体制の構築） 

住民同士の支え合い活動により公的保
険では対応できない多様なニーズについて対
応できる仕組や体制を整えます。 

「おたがいさまセンターちゃっと」の体制を強
化し、市内のどの地域からの依頼について
も、支援者が確保できる体制を構築するた
め、各区と連携しながらおたがいさま活動の
普及に努めます。 

【関連事業】 

事業名 内容・方針 
事業所見守り協定 市内の新聞店・郵便局・金融機関・スーパー・光熱水各事業所等と協定を結び、日常

業務において、従業員等が顧客（一人暮らし高齢者等）の異変を感じた場合は、いち早く
市に連絡していただき、市民が必要とする支援を迅速に提供します。 

要配慮者・避難行動
要支援者制度 

避難行動要支援者名簿を作成・更新管理し、個別支援計画の策定や、地域ぐるみの
支援体制の整備を自主防災組織や区・町内会と協力して進めます。 
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３－２ 認知症になってもふつうに暮らせる社会の構築 
 （認知症施策推進基本計画） 

認知症はだれもがなりうるものであり、家族や身近な人が認知症になることを含め、多くの市民

にとって身近なものとなっています。できるだけ認知症の発症や進行を遅らせ（予防）、認知症にな

っても認知症当事者や家族の視点を大切にしながら、官民を含む多様な関係者が連携し安心して暮

らせる支援を充実させていくこと（共生）により、「認知症になってもふつうに暮らせる」地域づく

り（認知症バリアフリー）を進めます。 

（１）認知症の方や家族への専門的支援 

【新規・強化事業】 

事業名 内容・方針 強化方針 
認知症初期集中 
支援事業 

認知症が疑われる人やその家族を、医療
介護の専門職で構成される専門チームが訪
問により支援し、医療機関の受診や介護保
険サービスの利用につなげる等の支援を行う
ものです。 

藤田こころケアセンター、藤田医科大学
病院等の専門医療機関やかかりつけ医と連
携体制を構築しながら支援を行っておりまし
た。今後は事務局を市直営とし、各地域包
括支援センター、重層的支援体制整備事
業および医療機関との連携強化を図りま
す。 

認知症が疑われるが適切な支援に結び
付いていない方へ、認知症アセスメントにつ
いて高度な専門性を持った専門職が初動の
介入（ファーストタッチ）を行うだけでなく、
ＭＣＩ（軽度認知症）が疑われる方が、
自信を喪失したり、活動性が低下することに
より社会的なつながりを失ったりすることで認
知症が進行することを防ぐため、認知症早
期（ファーストステージ）の支援も強化して
いきます。 
 

 

【関連事業】 

事業名 内容・方針 
認知症家族支援 家族の介護負担軽減を図るため、認知症専門医療機関における家族受診や認知症初

期集中支援チームによる支援や、認知症カフェ等を通じて、専門職による認知症に関する
正しい知識や対応方法についての家族教育を行っていきます。 
 

認知症高齢者見守り
事業 

ひとり歩き高齢者を早期発見できる仕組みを提供します。 
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（２）認知症に対する理解のある地域づくり 

【新規・強化事業】 

事業名 内容・方針 強化方針 
軽度認知障害 
（ＭＣＩ）を抱える
人の暮らしの支援 

軽度認知障害（ＭＣＩ）の人が早期
から抱える生活上の様々な困りごとについ
て、認知症サポーター等が支援する仕組み
（チームオレンジ）です。 

「おたがいさまセンターちゃっと」の仕組みを
軸として、軽度認知障害（ＭＣＩ）を抱え
る人についても支援できるよう、ちゃっと生活
サポーターに認知症サポーター養成講座や、
定期的な研修等を実施し、「チームオレンジ
ちゃっと」として活動します。 
 

認知症地域支援 
推進事業 

認知症について正しく理解し、認知症の
人や家族をあたたかく見守る住民や関係者
を増やすために、認知症地域支援推進員に
よる関係機関のネットワーク構築や認知症の
方及びその家族の相談、認知症に関する啓
発等を実施します。 

認知症地域支援推進員を中心に認知
症ケアパスの普及や認知症キャラバンメイト
の育成、認知症カフェの運営、本人ミーティ
ング等の事業を実施します。 

地域住民、金融機関・事業所、企業、
小・中・高等学校の児童・生徒等に向けた
啓発活動を実施し、第 9 期中に認知症サ
ポーター１万 2 千人達成を目指します。 
 

認知症当事者の 
発信支援 

認知症当事者から発信できる環境を整
えることにより、当事者の声から必要な地域
の支援体制を構築していこうとする取り組み
です。また、専門職や周囲の人が当事者の
想いを汲み取り、代弁することでニーズの発
信支援を行うものです。 

認知症当事者が、自身の体験や希望、
必要としていることを安心して語ることができ
る環境を整えるため、「本人ミーティング」の
手法・機能を取り入れた場や支援を充実さ
せるとともに、同行支援や声かけ等により当
事者やご家族が安心して参加できるよう支
援します。 

また、集まった声を専門職間で共有し、地
域資源の開発や必要な支援策を検討して
いきます。 
 

【関連事業】 

事業名 内容・方針 
認知症サポート 
事業所登録制度 

認知症の人及びその家族を支援する認知症サポーターの配置に積極的に取り組んでいる
事業所等を登録・紹介し、認知症の方及びその家族を地域で支える仕組をつくります。 

徘徊高齢者見守り 
ネットワーク事業 

認知症高齢者が行方不明となった場合に、事故を未然に防止するため早期に発見でき
るよう、関係機関及び住民によるネットワークづくりを進めます。 
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３－３ 高齢者の権利擁護支援 

認知症や加齢等により自分ひとりで判断することが難しい場合や、独居等で身近な相談者がいな

い場合でも、本人の意思が尊重され、一人一人がいつまでも自分らしく、また、安心して住み慣れた

地域で生活できるような支援体制を整備します。 

また、高齢者虐待防止対策として、養護者及び養介護施設従事者による高齢者虐待の防止に向け

た体制を整備するとともに、養護者以外の者による虐待やセルフネグレクト等の権利侵害の防止に

も取り組みます。 

（１）高齢者の意思決定支援にかかる体制の充実 

【新規・強化事業】 

事業名 内容・方針 強化方針 
本人の自己決定支
援 
（人生の最終段階
の意思決定支援） 

市民一人一人が、自らの意思で前もって
自身の生き方を選択する重要性を理解し、
あらかじめ行動できるよう支援します。 

エンディングノートやアドバンス・ケア・プラン
ニング（ＡＣＰ）の普及を通じて、元気な
うちから、これまでの人生を振り返り、これから
どう歩んでいきたいか、また、人生の最終段
階においてどのような医療やケアを望むかにつ
いて前もって考えることができるような機会を
提供していきます。 

市民後見人の養成 判断能力が十分ではない高齢者の生活
を身近な立場で支援し、後見活動を行う市
民後見人の養成を尾張東部権利擁護支
援センターとともに実施します。 

市民後見人の重要性について理解を深
めるためのセミナーや広報等による周知を行
い、養成講座の受講を推進し、市民後見
人を増やします。 

【関連事業】 

事業名 内容・方針 
尾張東部権利擁護
支援センター 

成年後見制度に関する専門相談・申立支援、広報・啓発、法人後見人等の受任、市
長申立事務支援を担う機関として５市１町（瀬戸市、尾張旭市、豊明市、日進市、長
久手市、東郷町）で共同設置しています。 
 

成年後見制度 
利用支援事業 

成年後見報酬等の費用を負担することが困難である者に対し、市の費用助成により成
年後見制度の適切な利用を推進します。 
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（２）高齢者虐待防止対策の推進 

【新規・強化事業】 

事業名 内容・方針 強化方針 
高齢者緊急一時 
保護 

緊急に、高齢者の生命、身体等の安全
を確保する必要が生じた場合、一時的に介
護保険施設等への入所等により保護し、高
齢者や養護者等の安定した在宅生活を確
保します。 

緊急時に、すみやかに入所等による保護
ができるよう、あらかじめ介護保険施設を確
保するとともに、地域包括支援センター等と
の連携により、状況に応じた迅速かつ適切
な判断が行える環境を整備します。 

高齢者虐待防止につ
いての普及啓発 

市民や介護サービス事業者へ高齢者虐
待相談対応窓口を周知し、権利擁護およ
び虐待防止に資する研修を実施します。 

虐待防止や権利擁護の意識を高め、相
談を促すことで虐待の早期発見・早期介入
につなげます。 

養介護施設従事者
等による高齢者虐待
への対応強化 

令和３年度介護報酬改定によって、令
和６年４月から介護サービス事業者に①
虐待防止委員会の開催②指針の整備③
研修の定期的実施④担当者の配置が義
務付けられました。 

市は介護サービス事業者からの虐待防止
体制整備についての相談に応じるとともに、
事業者の虐待防止体制について適宜確
認・指導を行います。 

また事業者による不適切な介護について
通報があった場合には、事実確認を実施し
改善および再発防止に向けて愛知県や関
係市町と連携し指導を行います。 

【関連事業】 

事業名 内容・方針 
高齢者・障害者虐待
防止連絡協議会 

高齢者等の虐待に関する状況把握や早期発見、保護に関する支援策を協議するととも
に、虐待に関する啓発普及を実施します。 
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３－４ 地域包括ケアシステムを支える業務体制の確保 

本市は、今後 85 歳以上人口が急速に伸びることによる介護サービス需要の増大が見込まれる一

方、介護サービスの担い手となる人材の確保は厳しい状況が続くことが予想されるため、人材不足

の時代に即した、地域包括ケアを担う現場の業務効率化による生産性の向上を図り、本来業務に注

力できる環境づくりを行います。 

また、引き続き災害や感染症の発生による新たな業務負担の増大も予想されることから、平時か

ら介護施設等における発災時等の対応を検討し、必要な備えを講じます。 

（１）介護人材の確保と介護現場の生産性の向上の推進等 

【新規・強化事業】 

事業名 内容・方針 強化方針 
要介護認定体制の
強化 

要介護認定申請の急激な増加に対応
し、要介護認定を遅滞なく適正に実施でき
る要介護認定調査や審査会の体制を整備
します。 

認定審査会については、ＩＣＴの活用に
より、オンライン審査会の実施やペーパーレス
化の検討を行い、認定審査会の簡素化、
効率化をより一層推進します。 

介護現場の生産性
の向上の推進 

介護現場における業務仕分けやＩＣＴ
の活用による業務改善及び介護保険事業
指定事務等にかかる文書負担や実地指導
にかかる業務負担軽減のための必要な調整
を行っていくものです。 

愛知県と生産性向上の推進のため連携
を図り、生産性向上に資する適切な支援に
つなぐワンストップ窓口の設置など総合的な
事業者への支援に取り組みます。 

国の指針に従い、指定申請や報酬請求
等に係る様式については順次国が示す標準
様式へ統一していくともに、「電子申請・届
出システム」の使用の原則化に向け準備を
進めることで、複数市町村への申請手続に
かかる負担を軽減します。 

また、日常の業務における業務効率化に
向けて、ＩＣＴ導入にかかる環境の整備
や、地域全体におけるＩＣＴ活用に関する
支援を行っていきます。 

介護人材の確保 介護サービス需要の増大と生産年齢人
口の減少により介護サービスの担い手となる
人材の確保は厳しい状況が続くことが予想さ
れることから、中長期的な視点で、国や県、
介護サービス事業者等の関係機関との連携
を図りながら、介護人材の定着、確保に取り
組みます。 

外国人介護人材定着に向けた介護福
祉士の国家資格取得支援等の学習環境
整備に取り組みます。 

本市は大規模施設が中心の提供体制で
あることから、それらの施設法人が地域包括
支援センターや在宅サービス等の多角的な
事業展開を支援することで、職員が将来の
キャリアプランを描け、ハラスメント対策等を
講じることにより働きやすい環境を作り、地域
包括ケアを担う人材の定着率を向上させて
いきます。 
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ケアマネジメントの公
正 ・ 中 立 性 の 確 保
【再掲】 

介護支援専門員が、サービス事業者、家
族、保険者からの独立性を確保しつつ、高
度な専門性を持って利用者及び保険者の
公正中立的な代理人として、本人にとっての
「ふつうに暮らせるしあわせ」を実現できるよ
う、質の高いケアマネジメントを提供できる環
境を整備していくものです。 

医学的なリスク管理、暮らし全般の支
援、家族介護者の負担軽減など、多角的
な視点が入った質の高いケアマネジメントを
通じて、本人のこれまでの普通の暮らしを支
えるため、多職種合同ケアカンファレンスにお
いて、市内のケアマネジャーが年に１回は事
例を提供し、ケアに関わるすべての職種が
各々の支援技術の向上を図ることができる
環境を確保します。 

また、被保険者による選択と自己決定を
原則とした介護保険の理念を鑑み、保険者
の過度な介入による専制が行われることがな
いようにし、専門職の規範と多職種の視点
によるアセスメントにより、公正中立なケアマ
ネジメントが行われる環境を確保します。 

【関連事業】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業名 内容・方針 
いきいき笑顔 
ネットワーク【再掲】 

在宅生活をチームで支える医療介護福祉関係者がリアルタイムで医療療養情報を共有
するため、ＩＣＴによるネットワーク基盤を整備し、積極的に活用していきます。 
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（２）自然災害・感染症対応の強化 

【新規・強化事業】 

事業名 内容・方針 強化方針 
自然災害への対策強
化 

地震や水害等に対して高齢者の生活を
支える施策に取り組みます。 

豊明市の地域防災計画に沿って、避難
行動要支援者への支援体制の整備や、介
護保険施設等における防災訓練等の実施
や令和６年度より義務化される業務継続
計画（ＢＣＰ）の作成について支援を行
います。 

感染症等による健康
危機への対応 

感染症拡大時には正しい知識を持って予
防策を実践できるよう啓発を行うとともに、感
染症の流行に備え関係機関と連携協力で
きる体制を平常時より整備します。 

関係機関等との連携、協力のもと、日頃
から高齢者等への手洗いや消毒等の基本
的な感染症対策についての啓発を行いま
す。また、介護保険施設等における新興感
染症等の発生、拡大時には、発生状況や
予想される高齢者の健康危機に関する正
確な情報について、ＩＣＴ情報連携ツール
「いきいき笑顔ネットワーク」を活用して迅速
に共有し、早期の感染拡大防止を図りま
す。また、令和 6 年度より業務継続計画
（BCP）の策定が義務化されるため、その
作成について支援を行います。 

 

（３）介護現場の安全性の確保及びリスクマネジメントの推進 

【新規・強化事業】 

事業名 内容・方針 強化方針 
介護現場の安全性の確保及び
リスクマネジメントの推進 

介護現場で起きた事故報告等か
ら、報告された事故情報を適切に分
析し、介護現場に対する指導や支援
等を行います。 

事業所から提出される事故報告書
を集計し、集団指導で分析結果等を
共有します。また、重大な事故等にお
いては、現場確認を実施する等、事
業所に対し適切な指導を行います。 
 

介護サービス情報の公表 利用者やその家族が、介護が必要
になった場合に適切なタイミングで、介
護サービス情報公表システムを利用で
きるよう周知を行います。 

介護認定の申請時等に市内や近
隣の事業所等の情報がわかるよう、パ
ンフレット等に記載を行います。併せて
介護サービス情報公表システムについ
ても周知を行います。 
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Ⅲ 介護保険事業量の見込み 
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第１章 介護サービス事業量・事業費の見込み 

１－１ 要介護認定者数・サービス量の見込み 

（１）第１号被保険者の推計 

第１号被保険者数は、第 9 期計画期間（令和 6〜8 年）、また令和 12 年にかけて 1.8 万人台で推

移すると推計されます。 

 

被保険者数（第１号・第２号）の推計 

 

資料︓地域包括ケア「見える化」システムにより算出 

  



 

95 

 

（２）要介護（要支援）認定者数 

第 9 期計画期間（令和 6〜8 年）の要介護認定者数は 3,000〜3,200人前後で推移し、令和 12 年

には 3,600人程度になると推計されます。 

また、認定率は 17％前後で推移し、令和 17 年度には 20.6％になると推計されます。 

 

要介護度別の認定者数の推計（第１号被保険者） 

 

資料︓地域包括ケア「見える化」システムにより算出 
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１－２ サービス利用者数・件数の見込み 

（１）施設サービス利用者数の見込み 

施設・居住系サービスの利用者を下記のとおり見込みます。なお、要介護認定者のうち、これらの

施設・居住系サービス利用者を除いた者が、在宅サービスの対象者となります。 

 

施設・居住系サービス利用者数の見込み 

 
資料︓地域包括ケア「見える化」システムにより算出 
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（２）居宅サービス利用者数の見込み 

１か月当たりのサービスの利用量（回数、利用者数）をまとめると、次のとおりです。 
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１－３ 介護保険事業費の見込み 

（１）介護保険給付費（総給付費） 

サービス見込み量に、サービスごとの利用１回・１日当たり（また１月当たり）給付額を乗じて総

給付費を求めます。 
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（２）地域支援事業費 

 

 

（３）市町村特別給付・保健福祉事業 

 

 

（４）総費用額 

 

  



 

100 

 

１－４ 第１号被保険者の保険料の設定 

（１）第１号被保険者の保険料の算出 

 

 

（２）第１号被保険者の保険料基準額と段階設定 

 

（３）保険料構造 
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資料１ 高齢者をとりまく現状 

１－１ 人口・高齢者比率 

 

 

１－２ 高齢者のいる世帯の状況 

 

 

１－３ 就労状況 
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資料２ 介護給付・介護予防給付の状況 

２－１ 要介護認定者数の状況 

 

 

２－２ 給付費の状況 

 

 

２－３ 療養場所の変化 

 

 

２－４ サービス資源の状況 

 

 

２－５ サービス付き高齢者住宅等の資源の状況 
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資料３ 各種調査結果の概要 

３－１ 住民健康実態調査結果の概要 

→報告書に掲載のないクロス分析を記載 

 

３－２ 在宅介護実態調査（家族介護者回答）結果の概要 

 

 

３－３ 在宅生活改善調査（介護支援専門員回答）結果の概要 
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資料４ 豊明市高齢者福祉計画策定・推進委員会 

４－１ 豊明市高齢者福祉計画策定・推進委員会運営規則 

平成２６年９月２６日規則第３１号 

改正 平成３０年３月２３日規則第１０号 

令和４年３月３１日規則第４号 
（趣旨） 
第１条 この規則は、豊明市附属機関設置条例（平成２６年豊明市条例第３４号。以下「条例」とい

う。）第３条の規定に基づき、豊明市高齢者福祉計画策定・推進委員会（以下「委員会」という。）
の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（担任事務） 
第２条 条例第２条に規定する委員会の担任する事務の細目については、次に掲げる事務とする。 

（１） 高齢者福祉計画及び介護保険事業計画の策定及び推進に関する事務 
（２） 介護保険法（平成９年法律第１２３号。以下「法」という。）第１１５条の４６に規定す

る地域包括支援センターの設置等に係る次の事項に関する事務 
ア 地域包括支援センターの設置に関すること。 
イ 地域包括支援センターの運営及び評価に関すること。 
ウ 地域包括支援センターの職員の確保に関すること。 
エ その他地域包括ケアの推進に関すること。 

（３） 法第４２条の２第５項、第５４条の２第５項、第７８条の２第７項、第７８条の４第６
項、第１１５条の１２第５項及び第１１５条の１４第６項に規定する地域密着型サービスの指
定及び適正な運営の確保に係る次の事項に関する事務 
ア 地域密着型サービスの指定に際し、市長に対して意見を述べること。 
イ 地域密着型サービスの指定基準及び介護報酬の設定に関し、市長に対して意見を述べるこ

と。 
ウ 地域密着型サービス事業者の質の確保、運営評価その他市長が地域密着型サービスの適正

な運営を確保する観点から必要であると判断した事項について協議すること。 
（委員） 
第３条 委員会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 

（１） 学識経験を有する者 
（２） 保健、医療及び福祉関係団体の代表 
（３） 公募等により選出された介護保険被保険者 
（４） 介護サービス事業者の代表 
（５） その他市長が必要と認める者 

（任期） 
第４条 委員の任期は、３年とする。ただし、再任を妨げない。 
２ 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 
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（委員長及び副委員長） 
第５条 委員会に委員長及び副委員長を置く。 
２ 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。 
３ 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 
４ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理す

る。 
（会議） 
第６条 委員会の会議（以下「会議」という。）は、委員長が招集し、議長となる。 
２ 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。 
３ 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによ

る。 
（部会） 
第７条 委員会は、必要があると認めるときは、次の部会を置くことができる。 

（１） 地域包括支援センター運営部会 
（２） 地域密着型サービス運営部会 

２ 各部会に属する委員は、委員長が指名する。 
３ 各部会に部会長を置き、当該部会に属する委員の互選により定める。 
４ 部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員のうちからあらかじめ部会長が指名する委

員が、その職務を代理する。 
５ 各部会は、当該部会に属する部会長が招集する。 
６ 地域包括支援センター運営部会において、地域包括支援センターの設置に関する審議を行う場

合は、当該部会の委員が、審議に係る地域包括支援センターの設置者（設置希望者を含む。）であ
る法人又は団体の役員又は職員であるときは、当該委員は、審議に参加することができない。 

７ 地域密着型サービス運営部会において、地域密着型サービスの指定並びに地域密着型サービス
の指定基準及び介護報酬の設定に関する市長に対しての意見について審議を行う場合は、当該部
会の委員が、審議に係る地域密着型サービス事業者（指定希望者を含む。）である法人又は団体の
役員又は職員であるときは、当該委員は、審議に参加することができない。 

（関係者の出席等） 
第８条 委員会又は部会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の意見若しくは説明を聴き、

又は必要な資料の提出を求めることができる。 
（庶務） 
第９条 委員会の庶務は、健康福祉部長寿課において処理する。 
（委任） 
第１０条 この規則に定めるもののほか、委員会及び部会に関し必要な事項は、委員長及び部会長

が、当該委員会及び部会に諮って別に定める。 
附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 
附 則（平成３０年規則第１０号） 

この規則は、平成３０年４月１日から施行する。 
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附 則（令和４年規則第４号） 
この規則は、令和４年４月１日から施行する。 
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４－２ 豊明市高齢者福祉計画策定・推進委員会名簿 

任 期︓令和３年４月１日から令和６年３月３１日まで 

氏 名 所 属 職名 備考 

輪倉 一広  学識経験者 令和 3・4 年度 

厨子 健一  学識経験者 令和 5 年度 

嘉戸 竜一 東名古屋医師会豊明支部代表 医療関係者代表  

松森 正起 愛豊歯科医師会豊明支部代表 医療関係者代表  

太田  満 豊明薬剤師会代表 医療関係者代表  

杉原 孝子 
瀬戸保健所代表 

保健関係者代表 令和 3 年度 

原口 浩美 保健関係者代表 令和 4・5 年度 

𠮷川 継悦 
民生児童委員協議会代表 

福祉関係者代表 令和 3・4 年度 

井戸 幹雄 福祉関係者代表 令和 5 年度 

川村 洋司 
豊明市老人クラブ連合会代表 

福祉関係者代表 令和 3・4 年度 

岩井 義彦 福祉関係者代表 令和 5 年度 

堅田 まみ 公募委員 被保険者代表  

小島 なごみ 
豊明市社会福祉協議会代表 

介護サービス事業者代表 令和 3・4 年度 

松井 光世 介護サービス事業者代表 令和 5 年度 

鈴木 良知 社会福祉法人 勅使会代表 介護サービス事業者代表  

松井 樹 
医療法人 清水会代表 

介護サービス事業者代表 令和 3 年 9 月 2 日ま
で 

石橋 卓治 介護サービス事業者代表 令和 3 年 9 月 3 日以
降 

塩尻 洋子 

介護支援専門員代表 

介護サービス事業者代表 令和 3 年度 

杉山 美音 介護サービス事業者代表 令和 4 年度 

山口 めぐみ 介護サービス事業者代表 令和 5 年度 

迫田 昌子 公募委員 被保険者代表  

川津 昭美 公募委員 被保険者代表  
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